
第１回新潟県後期高齢者医療懇談会 次第 

 
日時：平成 29年 11月 14日（火） 

午後 1時 15分～ 

場所：自治会館本館 4階 401会議室 

 
１ 開会 
 
 
２ あいさつ 
 
 
３ 委員の紹介 
 
 
４ 座長の選出及び副座長の指名 
 
 
５ 懇談事項 

（１）新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 資料１ 

（２）平成 28年度新潟県後期高齢者の医療費について 資料２ 

（３）平成 30年度及び平成 31年度の保険料率の算定について 資料３ 

（４）第 3次広域計画（案）の策定について 資料４ 

（５）第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定について 資料５ 

 
６ その他 

    
 
７ 閉会 
 
 
【配付資料】 
 

資 料 1-1 ： 新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 

資 料 1-2 ： 平成 28年度決算に係る事業概要 

資 料 2-1 ： 平成 28年度新潟県後期高齢者の医療費について 

資 料 2-2  ： 平成 28年度主要疾病上位件数、費用額について（新潟県広域連合の状況） 

資 料 3-1 ： 平成 30年度及び平成 31年度の保険料率の暫定的な試算結果について 

資 料 3-2 ： 保険料率の算定手法について 

資 料 3-3 ： 暫定的な試算結果の比較（年間） 

資 料 3-4 ： 全国比較 

資 料 4-1 ： 第 3次広域計画の作成方針について 

資 料 4-2 ： 第 3次広域計画（案） 

資 料 4-3 ： 第 2次広域計画 

資 料 4-4 ： 広域計画新旧対照表 

資 料 5-1  ： データヘルス計画の策定について 

資 料 5-2  ： 第２期保健事業実施計画（案） 
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新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 

 

１．被保険者数の概要 

（１）被保険者数の推移 

（単位：人、％） 

 

平成 29年 

4月 1日 

平成 28年 

4月 1日 
増加数 増加率 

 

平成29年 

10月 1日 

平成28年 

10月 1日 

被保険者数 367,803 361,434 6,369 1.8 369,482 364,503 

うち一定の障がいの方 

（65～74歳） 
4,927 5,042 ▲115 ▲2.3 4,929 5,101 

〈参考〉全国の被保険者数は平成 29年 4月 1日時点で約 1,678万人、前年同日時点で約 1,624万

人だったことから約 54万人の増加となっている。（後期高齢者医療毎月事業状況報告書（事

業月報）総括表（速報値）より） 

 

（２）被保険者数の内訳（窓口負担割合別） 

（単位：人、％） 

区 分 
平成 29年 

4月 1日 

平成 28年 

4月 1日 
増加数 増加率 

 

平成29年 

10月 1日 

平成28年 

10月 1日 

１割負担 353,558 348,227 5,331 1.5 355,459 350,991 

 同上構成率 96.1 96.3     96.2 96.3 

３割負担 14,245 13,207 1,038 7.9 14,023 13,512 

 同上構成率 3.9 3.7     3.8 3.7 

合 計 367,803 361,434 6,369 1.8 369,482 364,503 

※後期高齢者医療毎月事業状況報告書（事業月報）Ａ表より 

 

２．保険料の概要 

（１）平成 29年度の保険料率及び賦課限度額 

区   分 保険料率 備 考 

均 等 割 35,300円 【7月 3日確定賦課時点】 

○保険料賦課総額（軽減前） 22,727,885,486円 

○賦課決定被保険者数（死亡・転出者含む）372,101人 

 ○一人当たり平均保険料額 

（軽減前） 61,079円 （平成 28年度 軽減前 60,754 円） 

（軽減後） 42,718円 （平成 28年度 軽減後 40,938 円） 

所 得 割 7.15％ 

賦課限度額 57万円 

※平成 28-29年度の保険料率は、平成 26-27年度の保険料に据え置き 
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（２）保険料の軽減状況 

平成 29 年度（7 月 3 日確定賦課時点） 平成 28 年度（7 月 1 日確定賦課時点） 

区 分 軽減割合 
軽減総額

(千円) 

対象者数

(人) 

割合

(％) 
区 分 軽減割合 

軽減総額

(千円) 

対象者数

(人) 

割合

(％) 

均等割 

 2割 231,116 32,736 8.8 

均等割 

 2割 209,654 29,696 8.1 

 5割 714,490 40,481 10.8  5割 653,933 37,050 10.1 

8.5割 2,050,032 68,323 18.4 8.5割 1,973,879 65,785 18.0 

 9割 2,157,088 67,897 18.2  9割 1,762,600 55,480 15.2 

被扶養者 1,280,783 48,755 13.1 被扶養者 2,027,752 63,826 17.5 

合 計 6,433,509 258,192 69.3 合 計 6,627,818 251,837 68.9 

所得割 2割 181,184 43,978 11.8 所得割 5割 422,411 41,107 11.2 

 

（３）保険料の収納状況（平成 28年度確定収納率） 

（単位：円、％） 

区 分 
調定額 

Ａ 

収入済額 

Ｂ 

還付未済額 

Ｃ 

不納 

欠損額Ｄ 

収入 

未済額Ｅ 

収納率 

Ｆ(B-C/A) 

現 年 度 分 15,276,598,700 15,231,953,517 17,081,700 79,400 61,647,483 99.60 

滞納繰越分 115,068,983 36,275,048 95,300 19,362,540 59,526,695 31.44 

※平成 27年度の収納率 現年度分 99.63％ 滞納繰越分 34.21％ 

※市町村における収納状況 

 

（４）短期被保険者証（短期証）の交付状況 

 

平成 29年 8月 1日時点 平成 28年 8月 1日時点 

交付枚数 

Ａ 

被保険者数 

Ｂ 

交付割合 

Ａ/Ｂ×100 

交付枚数 

Ｃ 

被保険者数 

Ｄ 

交付割合 

Ｃ/Ｄ×100 

新潟県 117枚 368,513人 0.03％ 117枚 363,058人 0.03％ 

全 国 40,083枚 16,893,160人 0.24％ 40,355枚 16,396,611人 0.25％ 

 

（５）滞納者数の状況 

平成 28年度 平成 27年度 

現年度分 滞納繰越分 合計 現年度分 滞納繰越分 合計 

2,075人 1,279人 3,354人 1,927人 1,483人 3,410人 

  ＊延べ滞納者数 
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３．医療費等の給付について 

（１）保険給付費の内訳 

（単位：千円、％） 

区 分 平成 28年度 平成 27年度 増減額 増減率 

療 養 給 付 費 234,578,367 233,843,121 735,246 0.3 

その他療養諸費 6,719,991 7,258,507 △538,516 △7.4 

高額療養諸費 8,814,795 8,487,214 327,581 3.9 

審査支払手数料 602,666 665,065 △62,399 △9.4 

葬 祭 費 1,109,000 1,088,650 20,350 1.9 

合 計 251,824,819 251,342,557 482,262 0.2 

 

 

（２）一人当たり医療費（国保中央会の平成 28年度年間分医療費速報より） 

（単位：円、％） 

区 分 平成 28年度 平成 27年度 増減率 

新潟県広域連合 742,219 
(全国 47 位) 

753,097 
(全国 47 位) 

△1.4 

全 国 平 均 922,352 941,240 △2.0 

※新潟県広域連合は、平成 20～28 年度（平成 22 年度を除く）の全ての年度において、一人当

たり医療費が全国で最も低かった。 

 

 



４　保険料収入（現年度分）の推移  対前年比102.6% （全国100.3%）

１　被保険者数の推移  H28対前年比101.4% （全国102.6%） 　　　＊H27年度の大幅な減少は、年金特例調整の影響によるもので、全国的に同様の状況が見込まれる

２　医療給付費の推移  H28対前年比100.2% （全国104.6% ）

　

　　　

７　市町村負担金の推移  対前年比99.3%

３　１人当たり医療給付費の推移  対前年比98.9% （全国101.8% ）

平成２８年度決算に係る事業概要説明

５　１人当たり平均保険料の推移  対前年比101.2.% （全国100.5%）

６　保険料軽減額と対象者数の推移  軽減額対前年比101.5%　軽減対象者数対前年比102.4%　（全国106.9%）
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※ 全国値は平成27年度後期高齢者医療事業年報統計に基づく対前年比
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平成 28年度新潟県後期高齢者の医療費について 

 

新潟県における平成 28年度の 1人当たり医療費は全国で最も低く 742,219円となっ

た。 

この１人当たり医療費を項目ごとにみると、入院（食事・生活療養費含む）は、対全

国平均比 76.22％、全国で 46 番目と低い値を示している。入院が低い要因は受診率の

低さにあり、全国平均 81.88件に対して新潟県は 65.21件、対全国平均比 79.64％とな

っている。 

入院外は対全国平均比 79.80％、全国で 45 番目となっており、入院と同様に低い値

を示している。入院外が低い要因は 1 件当たり日数が少ないことにあり、全国平均の

1.84日に対して新潟県は 1.60日、対全国平均比 86.96％となっている。 

歯科は対全国平均比 87.83%で国 20番目となり、全国平均並み。調剤については対全

国平均比 93.56%で全国 32番目と低い値である。 

 

【平成 28年 4月～平成 29年 3月診療分の医療費】 

（国保中央会 平成 28年度年間分医療費速報：平成 29年 7月発表） 

 全国平均 新潟県 対全国平均比 

1人当たり医療費 

※入院は食事・生活療養費を含む 

合 計 922,352円 742,219円 80.47% 

入 院 459,603円 350,290円 76.22% 

入院外 268,102円 213,957円 79.80% 

歯 科 33,467円 29,394円 87.83% 

調 剤 156,743円 146,647円 93.56% 

受診率 

（100人当たり件数） 

入 院 81.88件 65.21件 79.64% 

入院外 1,594.49件 1,492.94件 93.63% 

歯 科 230.81件 200.17件 86.73% 

調 剤 1,069.42件 1,064.95件 99.58% 

1件当たり日数 

入 院 17.66日 17.71日 100.28% 

入院外 1.84日 1.60日 86.96% 

歯 科 2.02日 1.99日 98.52% 

1件当たり枚数 調 剤 1.33枚 1.25枚 93.99% 

1日当たり医療費 

※入院は食事・生活療養費を含む 

入 院 30,758円 30,333円 98.62% 

入院外 9,118円 8,944円 98.09% 

歯 科 7,194円 7,366円 102.39% 

1枚当たり医療費 調 剤 11,061円 11,005円 99.49% 

※ 調剤の 1件当たり枚数とはレセプト 1件当たりの処方箋枚数。 

※ 調剤の 1枚当たり医療費とは処方箋 1枚当たりの医療費。 
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平成28年度  主要疾病上位件数、費用額について（新潟県後期高齢者医療広域連合の状況）

（１）　入　院

順位 前年順位 疾病分類項目
件数
(件)

割合
(%)

順位 前年順位 疾病分類項目
費用額

(円)
割合
(%)

1 (2) 骨折 16,995 7.17 1 (2) 骨折 10,097,438,340 8.43

2 (1) 脳梗塞 16,836 7.10 2 (1) 脳梗塞 9,120,492,180 7.61

3 (3) その他の心疾患 14,880 6.27 3 (3) その他の心疾患 8,501,337,350 7.10

4 (5) その他の悪性新生物 11,225 4.73 4 (4) その他の悪性新生物 6,061,633,260 5.06

5 (6) その他の呼吸器系の疾患 11,164 4.71 5 (5) その他の呼吸器系の疾患 5,756,690,750 4.81

6 (4) アルツハイマー病 10,944 4.61 6 (6) 肺炎 4,488,980,660 3.75

7 (7) 肺炎 9,912 4.18 7 (7) アルツハイマー病 4,101,357,170 3.42

8 (8) その他の消化器系の疾患 8,584 3.62 8 (8) その他の消化器系の疾患 3,647,457,010 3.04

9 (9) 統合失調症，統合失調型障害及び妄想性障害 7,757 3.27 9 (10) その他の神経系の疾患 3,195,088,030 2.67

10 (11) 高血圧性疾患 6,504 2.74 10 (11) 統合失調症，統合失調型障害及び妄想性障害 2,842,552,340 2.37

11 (12) その他の神経系の疾患 6,169 2.60 11 (13) 胃の悪性新生物 2,688,542,570 2.24

12 (10) 糖尿病 6,074 2.56 12 (9) 糖尿病 2,619,362,790 2.19

13 (13) 胃の悪性新生物 4,965 2.09 13 (12) パーキンソン病 2,593,983,260 2.17

14 (14) 血管性及び詳細不明の認知症 4,445 1.87 14 (14) 高血圧性疾患 2,572,795,220 2.15

15 (15) パーキンソン病 4,433 1.87 15 (17) 気管，気管支及び肺の悪性新生物 2,445,689,290 2.04

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 費              　　用     　       　　額
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（２）　入　院　外

順位 前年順位 疾病分類項目
件数
(件)

割合
(%)

順位 前年順位 疾病分類項目
費用額

(円)
割合
(%)

1 (1) 高血圧性疾患 1,238,466 20.11 1 (1) 高血圧性疾患 13,747,024,470 15.52

2 (2) 歯科疾病(う蝕含む) 725,919 11.79 2 (2) 歯科疾病(う蝕含む) 10,439,027,310 11.79

3 (4) その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 262,613 4.26 3 (3) 腎不全 6,290,241,320 7.10

4 (3) 糖尿病 261,332 4.24 4 (4) 糖尿病 5,342,593,360 6.03

5 (6) 脊髄障害（脊髄症を含む） 239,869 3.90 5 (6) その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 3,012,261,900 3.40

6 (5) 脳梗塞 232,911 3.78 6 (7) その他の悪性新生物 2,870,042,450 3.24

7 (7) 関節症 223,843 3.64 7 (5) 脳梗塞 2,748,775,650 3.10

8 (8) その他の眼及び付属器の疾患 221,300 3.59 8 (8) 脊髄障害（脊髄症を含む） 2,574,817,350 2.91

9 (9) 屈折及び調節の障害 164,785 2.68 9 (10) その他の眼及び付属器の疾患 2,530,350,210 2.86

10 (10) その他の心疾患 154,461 2.51 10 (11) その他の心疾患 2,489,529,740 2.81

11 (12) アルツハイマー病 115,824 1.88 11 (9) 関節症 2,452,425,200 2.77

12 (11) 白内障 115,622 1.88 12 (12) 屈折及び調節の障害 1,799,660,870 2.03

13 (13) その他の消化器系の疾患 115,609 1.88 13 (13) アルツハイマー病 1,402,653,360 1.58

14 (14) 骨の密度及び構造の障害 107,840 1.75 14 (14) 白内障 1,318,658,650 1.49

15 (15) その他の神経系の疾患 96,177 1.56 15 (15) その他の消化器系の疾患 1,309,303,370 1.48

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 費              　　用     　       　　額
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新潟県後期高齢者医療広域連合

平成３０年度及び平成３１年度の保険料率の暫定的な試算結果について

この資料は、実績等に基づく広域連合の予測数値と平成２９年９月１９日付け
厚生労働省事務連絡における提示数値から作成した資料です。

H29.11.14（火）

第１回医療懇談
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（１）後期高齢者医療に要する費用と財源

◆費用

◆収入

（２）高齢者負担率

※平成２９年９月１９日付け厚生労働省事務連絡において、高齢者負担率は１１.２１％となる見込みとされています。

国
定率負担

３/６
(25%)

調整
交付金
１/６

(8.3%)

県
定率負担

１/６
(8.3%)

市町村
定率負担

１/６
(8.3%)

若年者の支援金
(０～７４歳まで)

(高齢者負担率)

保険料

　医療費に対して高齢者が保険料として負担する割合のことを、高齢者負担率といいます。若年者（勤労世代）と高齢者
の人口比率によって決定されます。その時々の世代間で不公平を解消するために、２年ごとに見直すことになっており、
国から提示されます。

平成20・21年度 平成22・23年度

均等割を軽減した保険料について県3/4、市町
村1/4の割合で公的に補填されます。

全国の広域連合間における所得の不均衡による賦課
水準を是正するために国から配分されます。

平成24・25年度 平成26・27年度 平成28・29年度 平成30・31年度

10.00% 10.26% 10.51% 10.73% 10.99% 11.21%

１　　保険料のしくみ

　高齢者の医療費の財源について、約５割を公費、約４割を若い世代の保険料、残りの約１割を被保険者である高齢者の保険料
とすることにより、それぞれの負担割合を明確なものとしています。
　保険料は、若い世代が減少することを踏まえ、若い世代と高齢者の負担の均衡を図るため、２年ごとに見直しを行います。

約1％

そ
の
他

医療給付費（窓口での一部負担金は含まない）　約９９％

公費負担　５０％ 後期高齢者交付金　３８.７９％ １１.2１％

・審査支払手数料

・葬祭費

・財政安定化基金拠出金

・健康診査事業

・審査支払手数料

・葬祭費

・財政安定化基金拠出金

・健康診査事業

1



（１）保険料の構成

（２）新潟県における平成２８・２９年度の算定式

※

２　　保険料の算定に関する考え方

年間保険料額
＝

均等割額
＋

所得割額

(限度額５７万円) １人当たり ３５,３００円 (前年中の総所得金額等－基礎控除額《３３万円》)×所得割率《７.１５％》

総所得金額等とは、年金や給与などそれぞれの収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)を控除して求め
られた所得(年金所得、給与所得や事業所得など)の合計です。遺族年金や障害年金などの非課税所得は、計算の対象所
得には含まれません。

　保険料（均等割額と所得割額）は、高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条第３項により、おおむね２年を通じて財政の
均衡を保てるように定める必要があるため、２年ごとに見直し（保険料率の改定）を行います。
　新潟県では、制度開始当初から平成２９年度まで保険料率は据え置かれています。
　　＊均等割額３５,３００円　所得割率７.１５％

　保険料は、受益に応じて等しく全ての被保険者に賦課される応益分（均等割）と、被保険者の保険料負担能力（所得
額）に応じて賦課される応能分（所得割）から構成され、被保険者個人単位で計算されます。ただし、保険料の個人の賦
課限度額については、５７万円に設定されています。
　なお、保険料算定の基礎となる賦課総額は、後期高齢者医療に要する費用から収入を控除して得た保険料収納必要額を
予定保険料収納率で除して算出します。

応益分（均等割) 【算定式】均等割額＝賦課総額×応益比率÷被保険者数

応能分（所得割) 【算定式】所得割率＝賦課総額×応能比率÷合計旧ただし書き所得（限度超過分除く）

2



（３）保険料の軽減制度

① 所得が低い方（世帯）への軽減

② 被用者保険の被扶養者であった方への軽減

５割軽減 ３３万円＋（被保険者の数×２７万円）以下の世帯

２割軽減 ３３万円＋（被保険者の数×４９万円）以下の世帯

均等割額　軽減割合 所得割額

７割軽減 かかりません

◆所得割額の軽減

軽減割合 被保険者本人の所得金額

２割軽減 
賦課のもととなる所得金額（総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた額）が５８万円以下（年金
収入のみの場合は、年金収入年額２１１万円以下)

　制度加入前日において保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者の方は、保険料の均等割額は軽減され、所得割額はかかり
ません。

※制度見直しにより、平成２９年度から従来の５割軽減⇒２割軽減に変更（３０年度は軽減なしへ）

※制度見直しにより、平成２９年度から従来の９割軽減⇒７割軽減に変更（３０年度は７割軽減⇒５割軽減へ）

８.５割軽減 ３３万円以下の世帯

　同一世帯内の被保険者及び世帯主（被保険者でない場合も含む）につき算定した所得の合算金額が、一定の基準以下の被保険
者または世帯については保険料が軽減されます。

◆均等割額の軽減

軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計金額

９割軽減 ３３万円以下かつ、被保険者全員が年金収入８０万円以下（他に所得がない）の世帯

3



■
平

　平成２６年度及び２７年度の平均被保険者数は、平成２５年度末の被保険者数に年齢到達予定者を加え、死亡者数を減じて予測した。 ＜増加要因＞ 　・住民基本台帳データから年齢到達予定者を抽出 ＜減少要因＞ 　・平成２１年度から平成２５年度の平均死亡率６．０７％から死亡者数を予測

■平成３０・３１年度の保険料率改定時の算出方法

　平成２９年９月末までの被保険者数実績に７５歳到達予定者及び障がい認定による新規加入者（６５歳以上）を加え、死亡者数
　及び７５歳となる既資格取得者を減じて予測しました。

＜増加要因＞
　・住民基本台帳データから７５歳到達予定者を抽出
　・平成２６年度～平成２９年度（見込み）の障がい認定による新規加入者(６５歳以上）平均認定率０．２７２％から新規
　　加入者数を予測
＜減少要因＞
　　・平成２６年度～平成２９年度（見込み）の平均死亡率６．２０６％から死亡者数を予測
　　・住民基本台帳データから７５歳となる既資格取得者を抽出

対前年度比（％） 1.51 1.20 0.52 1.03 1.35 1.43 1.37 1.52

前年度との比較（人） 5,205 4,191 1,845 3,669 4,847 5,206 5,044 5,679

平成２９年度 平成30年度 平成31年度

被保険者数（人） 349,364 353,555 355,400 359,069 363,916 369,122

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

374,166 379,845

３　　被保険者数の試算

369,122 374,166
379,845

349,364
353,555

355,400 359,012
363,916

310,000人

320,000人

330,000人

340,000人

350,000人

360,000人

370,000人

380,000人

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

被保険者数の推移

予測

実績
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■
平

■平成３０・３１年度の保険料率改定時の算出方法

△ 1,279

対前年度比（％）  △0.58            1.23          0.02          1.71 △ 1.14 0.54 △ 0.35 △ 0.19

前年度との比較（円） △ 3,938 8,316 129 11,656 △ 7,926 3,718 △ 2,404

一人当たり医療給付費（円） 675,109 683,425 683,554 695,210 687,284 691,002 688,598 687,319

４　　被保険者一人当たり医療給付費の試算

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

①　直近の医療給付費（総額）実績に、過去４年（平成２５年度～平成２８年度）の平均伸び率をもとにした今後の
　　予測値を加味し、平成２９年度の医療給付費（総額）を推計。
②　①で算出した推計値から、「３　被保険者数の試算」で予測した被保険者数を用い、平成２９年度の一人当たり
　　医療給付費を推計。
③　平成２８・２９年度の一人当たり医療給付費の平均伸び率を算出し、これを平成３０・３１年度の伸び率として
　　予測。
④　②で算出した推計値に、③で予測した伸び率を加味して、平成３０・３１年度の一人当たり医療給付費を推計。
⑤　平成２９年８月からの高額療養費制度見直しを考慮し、過年度の実績から一人当たりの影響額を見込み、④の
　　推計値から影響額を控除したものを最終的な予測値としました。

691,002 688,598 687,319

675,109
683,425

683,554
695,210

687,284

630,000円
640,000円
650,000円
660,000円
670,000円
680,000円
690,000円
700,000円
710,000円
720,000円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

被保険者一人当たり医療給付費の推移

予測

実績
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「４　被保険者一人当たり医療給付費の試算」で算出した一人当たり医療給付費に、「３　被保険者数の試算」で算出した被保険者
数を乗じて予測しました。

５　　医療給付費（総額）の試算

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

2,586 3,425

医療給付費（百万円） 235,859 241,628 242,936 249,589 250,114 255,064 257,650 261,075

前年度との比較（百万円） 2,159 5,769 1,308 6,653 525 4,950

1.33

■平成３０・３１年度の保険料率改定時の算出方法

対前年度比（％）          0.92            2.45          0.54          2.74 0.21 1.98 1.01

255,064 257,650 261,075 
235,859 241,628 242,936 249,589 250,114 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

医療給付費（総額）の推移

予測

実績

百万円
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　◆算定試算結果（平成３０・３１年度の２年合計）　※項目等に変更があった場合、以下の結果も変更になります。

【新料率（案）】

円

約 億円 円）

約 億円 円）

約 億円

億円 ％

％）

・国庫負担金 億円 約 億円 ％）

・調整交付金 億円 ※この不足分を補うため、保険料引き上げへ

・県負担金 億円

・市町村負担金 億円 円

・後期高齢者交付金 億円 円）

・第三者納付金 億円 円）

○ 保険料収納必要額 約

○ 予定保険料収納率

○ 保険料賦課総額 約

・葬祭費

【費用 合計】 約

1,264 （差： ０.７８

約 487

99.60

約

522 億円

520 億円

％

【収入 合計】 約 4,712 億円

約 2,107 （現行： 41,556

約 433

・健康診査事業 約 7 億円 ○ 現行保険料での収納見込額 458

約 6 （差： 6,512

5,232 億円

所得割率

７.９３

【収入】 （現行： ７.１５

約 415
軽減後

１人当たり
保険料額

48,068

約 13 億円 ○ 必要額 522 （現行： 35,300

約 23 億円 ○ 不足額 64

（差： 3,400

【費用】

・医療給付費 約 5,187 億円

○ 活用可能な剰余金 20

○ 剰余金活用後の不足額 44

６　　保険料率試算の結果

　新潟県では、制度開始当初から保険料率を据え置いてきました。しかしながら、平成３０・３１年度の保険料率を定めるにあ
たっては、被保険者数の伸びや医療給付費の伸び、高齢者負担率の上昇等が見込まれることから、一定程度の保険料の上昇が必
要であると考えており、現時点の試算においては、引き上げを見込んでおります。
　広域連合といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者数や医療給付費等に要する費用の見込み数
値等をもとに、２年を通じて財政の均衡を保てるよう、また、可能な限り被保険者の保険料負担の増加を抑制するための措置を
講ずるよう努め、保険料率を定めることとしております。

・財政安定化基金拠出金 約 2 億円

均等割額

38,700

・審査支払手数料
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平成３０・３１年度
（平均）

5,725

13.52

159 △ 680 △ 1,528 486 2,828

対前年度比（％）          0.83            0.39 △ 1.65 △ 3.77 1.25 7.16

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

一人当たり保険料額（円） 41,078 41,237 40,557 39,029 39,515 42,343

前年度との比較（円） 345

７　　一人当たり保険料額（軽減後）の試算

平成２４年度

48,068

48,068

41,078 41,237 40,557 39,029 39,515
42,343

円

10,000円

20,000円

30,000円

40,000円

50,000円

60,000円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30・31年度

平均

一人当たり保険料（軽減後）の推移

予測

実績
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（１）高齢者負担率について

（２）診療報酬（医療行為に対する報酬単価）の改定について

（３）保険料率の増加抑制について

　

　剰余金については、平成２９年度末残高として確実な金額を約２０億円と見込んでおり、今回の料率試算では、保険料の増
加抑制のために同額を収入として計上しました。また、県財政安定化基金の平成２９年度末残高は約２２億円と見込まれます
が、保険料の増加抑制のための交付については今後の県との協議により決まることとなります。

　【参考】
　　平成２８・２９年度の料率算定においては、保険料率を据え置くため、剰余金約４２億円、県財政安定
　 化基金約１４億円をその財源として活用することとしました。

８　　今後変更となる可能性のある事項

　現段階の国の提示は１１.２１％ですが、最終的な数値は、国の平成３０年度当初予算案の閣議決定後に示されることと
なっており、変更される場合もあります。

　診療報酬は２年に一度見直されますが、その改定率は現段階で未定であることから、その影響を加味しておりません。今年
の年末頃までに来年以降の報酬単価が決定されます。なお、報酬単価が上下することで、医療給付費も連動して変更されるこ
ととなります。

※平成２９年９月１９日付け厚生労働省事務連絡により、次の留意事項が示されました
　・財政運営期間（平成２８・２９年度）に生じた剰余金は次期財政運営期間（平成３０・３１年度）
　　に全額を収入として計上すること。
　・保険料増加抑制のために県財政安定化基金から交付を見込む際は、各都道府県との協議を行うこと。
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（１）保険料率

○　厚生労働省公表の「後期高齢者医療制度の保険料率等」に基づき算出

○　※１（平成２４・２５年度の所得割率４５位）は、４４位（７.２９％）が２広域連合（千葉県・長野県）あるため空欄

○　※２（平成２８・２９年度の均等割率４５位）は、４４位（３９,５００円）が２広域連合（茨城県・静岡県）あるため空欄

（秋田県）３９,８２８円 （青森県）３９,５８８円 （青森県）３８,３６４円 

４７位 （岩手県）３７,７０４円 （秋田県）３８,４６０円 （秋田県）３５,５５６円 

３位 （大阪府）８３,９８８円 （大阪府）８３,９７６円 （愛知県）８４,０３６円 

１人当たり
平均保険料額
（軽減後・年額）

全国平均 ６６,８２８円 ６８,０１６円 ６７,９０８円 

新潟県 ４３,５１２円（４３位） ４２,９７２円（４３位） ４１,５５６円（４４位） 

上位

下位

４５位 （青森県）３９,９７２円 （岩手県）４０,１１６円 （岩手県）３９,０７２円 

４６位

１位 （東京都）９２,９５２円 （東京都）９７,１０４円 （東京都）９５,４９６円 

２位 （神奈川県）８９,１６０円 （神奈川県）９０,１６８円 （神奈川県）９１,５８４円 

新潟県 （岩手県）７.３６％ （岩手県）７.３６％ 

４７位 （岩手県）６.６２％ 新潟県 新潟県

３位 （高知県）１０.３５％ （大阪府）１０.４１％ （徳島県）１０.９８％ 
所得割率

全国平均 ８.５５％ ８.８８% ９.０９%

新潟県 ７.１５％（４６位） ７.１５％（４７位） ７.１５％（４７位） 

上位

下位

４５位 ※１ （青森県）７.４１％ （青森県）７.４１％ 

４６位

１位 （福岡県）１０.８８％ （福岡県）１１.４７％ （高知県）１１.４２％ 

２位 （北海道）１０.６１％ （北海道）１０.５２％ （福岡県）１１.１７％ 

（岩手県）３５,８００円 （岩手県）３８,０００円 （岩手県）３８,０００円 

４７位 新潟県 新潟県 新潟県

３位 （高知県）５１,７９３円 （佐賀県）５１,８００円 （徳島県）５２,９１３円 
均等割額

全国平均 ４３,６００円 ４４,９８０円 ４５，２８９円

新潟県 ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） 

上位

下位

４５位 （千葉県）３７,４００円 （静岡県）３８,５００円 ※２ 

４６位

１位 （福岡県）５５,０４５円 （福岡県）５６,５８４円 （福岡県）５６,０８５円 

２位 （大阪府）５１,８２８円 （大阪府）５２,６０７円 （高知県）５４,３９４円 

９　　保険料率改定に関する資料（全国広域連合との比較）

平成２４・２５年度 平成２６・２７年度 平成２８・２９年度
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（２）医療給付費

○　厚生労働省公表の「後期高齢者医療事業年報」に基づき算出して作成

○　１人当たり医療給付費は、当該年度の医療費から一部負担金等を除いた医療の給付に要する費用を、当該年度の平均被保険者数で除したもの

（３）収納率

（島根県） 

（滋賀県） （滋賀県）

   新潟県    新潟県

○　厚生労働省公表の「都道府県後期高齢者医療広域連合別の保険料収納率」に基づき作成

○　平成２８年度については公表前のため、当広域連合実績のみ記載

（東京都）９８.８０％ 

下位

４５位 （宮城県）９８.９２％ 

９９.６３％（２位） ９９.６０％

上位

１位

全体
（現年度分）

99.57%
(同率)

99.62%
(同率)

（島根県）９９.６３％

新潟県

（島根県）９９.６７％

新潟県

（島根県）９９.６１％ 

（島根県）９９.６２％ 

４６位 （東京都）９８.７３％ （東京都）９８.７７％ （沖縄県）９８.８４％ （沖縄県）９８.８６％ 

４７位 （沖縄県）９８.３８％ （沖縄県）９８.６６％ 

平成２８年度

（岩手県）７０６,１４４円 

４７位 新潟県

（静岡県）７２３,６６６円 

（大阪府）９９.０１％ （青森県）９９.０２％ （大阪府）９９.０９％ 

（沖縄県）９８.８１％ 

（静岡県）７２８,７００円 （秋田県）７４８,１９５円 

４６位 （岩手県）６８６,８４０円 （岩手県）６９８,７９３円 （岩手県）６９９,３７４円 

（滋賀県）９９.６４％

２位

３位

新潟県 ９９.５７％（２位） ９９.６２％（１位） ９９.６０％（３位）

８７５,２４０円 

新潟県 ６７４,２３３円（４７位） ６８２,６７０円（４７位） ６８２,７１２円（４７位） ６９４,３１４円（４７位）

全国平均 ９９.１９％ ９９.２５％ ９９.２６％ ９９.２８％

（福岡県）１,０８１,７６６円 （福岡県）１,０９２,７５８円 （福岡県）１,０９４,０３４円 （福岡県）１,１０８,４７９円 

２位 （高知県）１,０２５,２６０円 （高知県）１,０３８,３０９円 （高知県）１,０５５,２４９円 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

１人当たり
医療給付費

全国平均 ８４５,６５５円 ８５４,９４３円 ８５８,３３０円 

（高知県）１,１０１,４６５円 

３位 （北海道）１,００４,００２円 （北海道）１,０１４,２３５円 （北海道）１,０１３,６６４円 （北海道）１,０２６,９５５円 

上位

１位

新潟県 新潟県 新潟県

下位

４５位 （静岡県）７１５,４６８円 

11



○平成２９年１１月　　　　第１回医療懇談会

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率の暫定的な試算結果の説明

○平成２９年１２月　　　　国が後期高齢者負担率等の確定数値を提示

○平成３０年　１月　　　　新保険料率の暫定的な試算結果の修正、新保険料率（案）作成

　　　　　　　　　　　　　第３回医療懇談会

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率（案）の説明

○平成３０年　２月　　　　議会２月定例会へ新保険料率の条例改正（案）を上程

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率の条例改正（案）議決

○平成３０年　３月　　　　国へ新保険料率を報告

１０　　　今後のスケジュール
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① 人口推計

② 障がい認定による新規加入者(65歳以上）の推計

③ 死亡率の設定

① １人当たり医療給付費の推計

② 医療給付費総額の推計

③ 消費税増税の影響

④ 診療報酬の改定

3 ① 収納率見込み

4 ① 所得の伸び率見込み

5

① 余剰金の取り崩し

② 基金の取り崩し

7 　　　　　　　　　　　　　　保険料率の決定

余剰金
基金の取り崩しの検討

医療給付費の推計
2

所得の推計

保険料収納率

保険料率の算定手法について

被保険者数の推移1

6

　　　　　　　　　　　　　　保険料率の試算

資料３－２

H29.11.14（火）

第１回医療懇談会



暫定的な試算結果の比較（年間）

人 人

億
円

億
円

億
円

億
円

億
円

億
円

円 円

円

％ ％

ポイント

億
円

億
円

円 円

円 円

千
円

千
円

66,515
(月額　5,543)

60,694
(月額　5,058)

＊不足額（２年平均）　約３２億円

現在の料率による試算

（剰余金）10.0
（安定化基金）0.0

0.71（58：42）

0.0

229.0

0.71（58：42）

38,700

7.15

35,300

43,836
（月額　3,653）

現在との比較

251.0保険料収入見込み額（２年平均）

賦課限度額（57万円）到達所得額

48,068
(月額　4,006)

7,808

所得割

１人当たり保険料（軽減後）

所得係数（均等割：所得割）

377,006

必要賦課総額（２年平均） 261.0

377,006

7.93

剰余金・安定化基金（２年平均）

必要保険料額（２年平均） 261.0 251.0

均等割

保険料率

現在との比較

１人当たり保険料（軽減前）

3,400

0.78

7,029

261.0

広域連合による第１回試算

剰余金10億・安定化基金0億
(２年合計：剰余金20億・安定化基金0億)

被保険者数（２年平均）

H29.11.14（火）

第１回医療懇談会

資料３－３
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全国後期高齢者医療広域連合との保険料率に関する比較【均等割額】（ランク順）

H28－H29全国平均(厚生労働省公表数値）

全国平均45,289

H29.11.14(火)

第１回医療懇談会

資料３－４

【単位：円】
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全国後期高齢者医療広域連合との保険料率に関する比較【均等割額】（都道府県順）

H28－H29全国平均(厚生労働省公表数値）

全国平均45,289

【単位：円】
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全国後期高齢者医療広域連合との保険料率に関する比較【所得割率】（ランク順）

H28－H29全国広域の状況（厚生労働省公表数値)

全国平均9.09%

【単位：％】
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全国後期高齢者医療広域連合との保険料率に関する比較【所得割率】（都道府県順）

H28－H29全国広域の状況（厚生労働省公表数値）

全国平均9.09%

【単位：％】
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全国後期高齢者医療広域連合との保険料率比較【軽減後一人当たり平均保険料額】（ランク順）

H28－H29全国の1人あたり保険料額（軽減後）（厚生労働省公表数値）

全国平均67,908

【単位：円】
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第３次広域計画の作成方針について 

 

 

 

１．広域計画の趣旨 

 

 ・当広域連合は、これまで現広域計画（以下「第２次広域計画」という。）に基づき、

県内の全市町村と連携協力し、円滑な制度運営に努めてきた。 

・第２次広域計画の計画期間（平成２５年度から平成２９年度まで）が満了となるた

め、新たな計画の作成が必要となる。 

  ↓ 

 

 

２．第３次広域計画の構成 

 

・第２次広域計画の構成と同様とする。 

 

＊当広域連合規約第５条に規定されている２項目 

① 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること 

② 広域計画の期間及び改定に関すること 

を基本とし、広域計画の趣旨、第３次広域計画の項目、第３次広域計画の基本方針及び資料

編を加えて構成する。 

 

※資料編…後期高齢者医療制度（医療制度の仕組み・医療費の財源構成）、 

被保険者の状況、医療給付費の状況、広域連合規約 

 

 

 

 

・広域連合と県内全市町村が相互に役割を担い、連携をしながら、制度を安定的

かつ円滑に運営するために、第２次広域計画の計画期間の状況を踏まえ、引き続

き第２次広域計画の基本方針を踏襲し、第３次広域計画を作成する。 

第３次広域計画の作成方針 

資 料 4-1 

H29.11.14(火) 
第 1回医療懇談会 
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３．第３次広域計画の期間及び改定 

 

  第３次広域計画の期間は、第１次広域計画で定めたとおり５年間（平成３０年度か

ら平成３４年度まで）とし、その後は５か年を単位として見直します。 

  ただし、広域計画の期間内において、広域連合長が変更の必要があると認めたとき

は、広域連合議会の議決を経て、改定を行うものとする。 

 

 

 

    

４．今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月中旬 市町村からの意見を基に案を調整する 

７月２８日 担当課長会議にて案を説明し、市町村に意見照会する 

９月上旬 パブリックコメント実施準備（実施２か月前） 

＊市町村広報誌１１月号掲載用原稿を送付する 

１１月１４日  医療懇談会に案を説明し、意見を聴く 

１１月２０日～１２月 1５日  パブリックコメントを実施（4週）し、案への住民意見を公募する 

（市町村窓口、広域連合ホームページ、報道棚入れなどで周知） 

平成３０年１月 担当課長会議にて最終案を提示する 

平成３０年２月 市町村長協議会にて最終案を提示する 

平成３０年２月 広域連合議会２月定例会に提案し、議決を得る 

（議決後） 第３次広域計画を各市町村長へ送付、公表、県知事へ提出 
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（広域連合の設立）  

第４８条  市町村は、後期高齢者医療の事務（保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の

増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。）を処理するため、都道府県の区域ご

とに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（以下「後期高齢者医療広域連合」

という。）を設けるものとする。 

 

 

 

 

（広域計画）  

第２９１条の７  広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を

経て、広域計画を作成しなければならない。  

２ 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第２条第４項（第２８１条第３項において

準用する場合を含む。）の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計

画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。  

３ 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公

共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第２８４条第２項の例により、総務大臣又は

都道府県知事に提出しなければならない。 

４ 総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関

係行政機関の長に通知しなければならない。 

５ 広域計画は、第２９１条の２第１項又は第２項の規定により広域連合が新たに事務を処理

することとされたとき（変更されたときを含む。）その他これを変更することが適当であると認

められるときは、変更することができる。 

６ 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 

 この場合においては、第２項から第４項までの規定を準用する。 

７ 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務

を処理するようにしなければならない。 

８ 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実

施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決

を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な

措置を講ずべきことを勧告することができる。 

９ 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団

体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 

地方自治法第２９１条の７ 

高齢者の医療の確保に関する法律第４８条 

参考 

http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi1.htm#2c4
http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi32.htm#281c3
http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi33.htm#291_2
http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi33.htm#291_2c2
http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi33.htm#291_7c2
http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi33.htm#291_7c4
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（規約等）  

第２９１条の４  広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。  

１  広域連合の名称  

２  広域連合を組織する地方公共団体  

３  広域連合の区域  

４  広域連合の処理する事務  

５  広域連合の作成する広域計画の項目  

６  広域連合の事務所の位置  

７  広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法  

８  広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法  

９  広域連合の経費の支弁の方法  

 

 

 

 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 284条第３項

の広域計画をいう。以下同じ。）には、次の項目について記載するものとする。 

（１）  後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関するこ

と。 

（２）  広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合規約第５条 

地方自治法第２９１条の４第１項 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

（案） 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

第 3 次 広 域 計 画 
【平成 30年度～平成 34年度】 
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新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が作成する広

域計画は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の７及び新潟県

後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年新潟県市町村第１４０１号）第５条

の規定に基づき、広域連合及び新潟県内全市町村（以下「関係市町村」という。）

が相互に役割を分担し、連絡調整を図りながら、後期高齢者医療制度の事務を

総合的かつ計画的に実施するために定めるものです。 

広域連合におきましては、平成１９年１１月に第一次広域計画を作成、その

後、平成２５年３月に第二次広域計画を作成し、後期高齢者医療に係る様々な

施策等を実施してきました。 

現在の広域計画の期間が平成２９年度で満了となることに伴い、今後も引き

続き、関係市町村と緊密に連携・協力し、さらに安定的な事業運営を行ってい

くために、平成３０年度からの新潟県後期高齢者医療広域連合第３次広域計画

（以下「第３次広域計画」）を作成します。 

 

 

１ 広域計画の趣旨 
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第３次広域計画に記載する項目は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約第５

条で定められている次の項目とします。 

 

 （１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う

事務に関すること。 

  

（２）広域計画の期間及び改定に関すること。 

２ 第 3次広域計画の項目 
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第３次広域計画の基本方針は、次のとおりとします。 

 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）をはじめ

とする関係法令に則るとともに、関係機関における高齢者の保健福祉、医

療及び介護に関する諸施策との調和を図りながら事業を推進します。 

 

（２）広域連合と関係市町村が互いに協調・協力し合うとともに、住民の意見 

を十分に反映しながら、住民サービスの向上に努めます。 

 

（３）広域化によるスケールメリットを十分に活かして、医療給付の財政基盤 

を強化し、後期高齢者の医療を適正にかつ安定的に確保します。 

 

（４）住民の利便性に配慮しながら、広域連合と関係市町村がその役割を明確 

にすることにより、事務処理の効率化を図ります。 

３ 第 3次広域計画の基本方針 
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広域連合及び関係市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律及び新潟県後

期高齢者医療広域連合規約等の規定に基づき、後期高齢者医療制度の実施につ

いて、次の事務を行います。 

 

(１) 被保険者の資格管理に関すること 

広域連合は、被保険者台帳による被保険者資格の管理及び被保険者証等の

交付決定をします。 

関係市町村は、住民からの資格管理に関する申請及び届出等の受付、被保

険者証等の引渡し及び返還の受付の窓口業務を行い、これらの情報を広域連

合へ送付します。 

また、被保険者資格情報を広域連合と共有することにより、事務の適正化

を図ります。 

 

(２) 医療給付の事務に関すること 

広域連合は、医療給付の審査・支払及びレセプトの点検・保管等を行いま

す。 

関係市町村は、医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡

し等の窓口業務を行い、申請等の情報を広域連合へ送付します。 

 

(３) 保険料の賦課及び徴収に関すること 

広域連合は、関係市町村が持つ所得情報等を活用して、保険料率の決定、

保険料の賦課決定や減免決定、徴収猶予の決定等を行います。 

４ 広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること 
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関係市町村は、保険料の徴収及び保険料に関する申請の受付を行います。 

 

(４) 保健事業に関すること 

後期高齢者は、生理的機能の低下や日常生活の動作能力の低下による症状

が増加するなどの特性を有しています。 

広域連合は、関係市町村と連携・協力して、被保険者の健康の保持増進の

ために必要な保健事業を行います。 

 

(５) その他 

後期高齢者医療制度の運営に当たっては、広域連合と関係市町村の間で、

個人番号や住基情報などの情報連携が不可欠であり、広域連合と関係市町村

が緊密に連携することにより、後期高齢者医療制度に関する住民からの相談

や問い合わせに対応します。 
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第３次広域計画の期間は、平成３０年度から平成３４年度までとし、その後

は５か年を単位として見直しを行います。 

ただし、第３次広域計画の期間内において、広域連合長が変更の必要がある

と認めたときは、広域連合議会の議決を経て、改定を行うものとします。 

 

 

５ 第 3次広域計画の期間及び改定に関すること 
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後期高齢者医療制度 

（１）仕組み 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の後期高齢者と、６５歳から７４歳まで

の一定の障がいのある方を対象とした医療制度です。 

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位で全市町村が加入して設立する

広域連合が行うこととされていますが、被保険者の利便性を確保するため、各

種申請や受付等の窓口事務や保険料の徴収事務は市町村が行います。 

 

資料１ 



  

9 

 

（２）財源構成 

 後期高齢者医療費の財源構成は、下表のように一部負担金（医療機関窓口で

の自己負担額）を除いた医療給付費を、保険料で約１割、支援金（現役世代の

保険料）で約４割、公費で約５割を負担することとしています。 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 現役並み所得者（一部負担金３割）の医療給付費は、公費負担の対象外となっており、保険料以外の

部分は支援金（現役世代の保険料）で賄われています。 
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被保険者の状況 

 

（１）新潟県全体の被保険者数の推移 

 

【実績値】 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

被保険者数（人） 320,929 327,966 334,143 342,241 347,090 

対前年度比（％） － 102.19 101.88 102.42 101.42 

 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

被保険者数（人） 353,158 354,835 357,341 361,434 367,803 

対前年度比（％） 101.75 100.47 100.70 101.15 101.76 

＊ 被保険者数は、各年度 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

資料 2 
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（２）県内市町村別（平成 29年 4月 1日現在） 

市町村名 被保険者数（人） 対前年度比（％） 
新潟県全体に占める 

構成比（％） 

新潟市 109,958 102.77 29.90 

長岡市 42,185 101.54 11.47 

三条市 15,776 102.11 4.29 

柏崎市 14,772 100.19 4.02 

新発田市 15,887 101.46 4.32 

小千谷市 6,268 100.40 1.70 

加茂市 5,078 100.77 1.38 

十日町市 11,311 101.04 3.08 

見附市 6,540 101.84 1.78 

村上市 12,635 100.72 3.44 

燕市 12,148 103.23 3.30 

糸魚川市 9,484 102.83 2.58 

妙高市 6,360 101.45 1.73 

五泉市 9,196 100.88 2.50 

上越市 31,642 101.63 8.60 

阿賀野市 7,225 101.35 1.96 

佐渡市 13,769 99.59 3.74 

魚沼市 7,168 101.30 1.95 

南魚沼市 9,684 100.49 2.63 

胎内市 5,150 102.00 1.40 

聖籠町 1,665 100.91 0.45 

弥彦村 1,216 103.05 0.33 

田上町 2,005 103.08 0.55 

阿賀町 3,354 99.47 0.91 

出雲崎町 1,100 97.43 0.30 

湯沢町 1,496 103.24 0.41 

津南町 2,459 98.01 0.67 

刈羽村 746 101.08 0.20 

関川村 1,402 98.59 0.38 

粟島浦村 124 104.20 0.03 

計 367,803 101.76 100.00 
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後期高齢者医療給付費の状況 

 

（１）新潟県全体の後期高齢者医療給付費及び一人当たり医療給付費の推移 

 

【実績値】 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

医療給付費総額（億円） 2,090 2,170 2,263 2,337 2,359 

 対前年度比（％） ‐ 103.83 104.29 103.25 100.92 

一人当たり医療給付費（円） 645,428 657,509 671,949 679,047 675,110 

 対前年度比（％） ‐ 101.87 102.20 101.06 99.42 

 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

医療給付費総額（億円） 2,416 2,429 2,496 2,501 

 対前年度比（％） 102.45 100.54 102.74 100.21 

一人当たり医療給付費（円） 683,425 683,557 695,210 687,284 

 対前年度比（％） 101.23 100.02 101.70 98.86 

＊ 平成20年度分は、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されたため、老人保健制度の3月診療分

と後期高齢者医療制度の4月診療分～2月診療分の合計値 

＊ 一人当たり医療給付費は年間平均被保険者数により算出 

 

 

 

 

 

（億円） （円） 

資料 3 
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（２）県内市町村別 

市町村名 

平成２８年度 一人当たり医療給付費の推移 

医療給付費 

 総額 

 （千円） 

対前年

度比

（％） 

一人当たり

医療給付費 

(円) 

対前年

度比

（％） 

平成２７

年度 

平成２６

年度 

平成２５

年度 

新潟市 82,072,479 102.05 758,610 99.64 761,376 748,218 748,408 

長岡市 27,301,718 99.27 654,137 98.10 666,838 648,492 645,189 

三条市 10,587,497 101.72 679,513 99.87 680,422 673,526 673,399 

柏崎市 9,929,271 100.30 677,535 99.15 683,344 661,290 661,559 

新発田市 9,756,506 101.15 619,264 100.07 618,838 611,334 618,727 

小千谷市 4,163,728 98.60 668,442 98.43 679,129 630,365 641,782 

加茂市 3,299,712 96.34 651,731 95.48 682,578 675,721 684,682 

十日町市 6,420,822 98.57 571,197 98.33 580,903 588,801 605,238 

見附市 4,334,159 99.38 670,404 97.65 686,507 659,803 667,080 

村上市 8,857,411 98.56 704,871 98.05 718,916 697,757 678,548 

燕市 7,864,968 105.30 658,928 102.06 645,610 630,644 640,602 

糸魚川市 6,394,667 102.43 680,428 100.40 677,708 639,592 656,037 

妙高市 4,262,196 95.89 676,110 95.10 710,970 715,802 723,431 

五泉市 6,057,637 101.19 660,449 100.32 658,344 649,641 641,198 

上越市 20,925,049 96.79 668,917 95.87 697,700 696,969 700,210 

阿賀野市 4,781,201 98.66 668,512 98.59 678,071 655,915 654,300 

佐渡市 8,989,348 97.11 652,111 98.32 663,281 652,837 644,743 

魚沼市 4,450,777 100.54 625,636 100.18 624,537 662,752 635,398 

南魚沼市 6,418,985 101.84 665,939 101.71 654,760 678,514 673,586 

胎内市 3,488,582 96.18 684,573 95.14 719,536 689,566 659,078 

聖籠町 1,053,589 90.27 635,458 89.83 707,383 643,140 651,629 

弥彦村 676,096 93.89 564,354 91.38 617,609 647,686 633,920 

田上町 1,273,778 107.75 644,625 104.59 616,356 628,407 666,097 

阿賀町 2,294,401 102.08 680,629 102.47 664,194 668,293 685,052 

出雲崎町 661,618 92.08 590,730 93.39 632,522 618,346 667,107 

湯沢町 822,309 102.73 557,498 99.67 559,340 584,299 555,987 

津南町 1,312,198 87.39 528,473 89.11 593,027 586,233 577,879 

刈羽村 477,146 94.11 642,189 93.22 688,872 621,690 572,006 

関川村 1,106,814 104.20 784,418 105.23 745,437 694,088 729,645 

粟島浦村 78,850 115.89 641,058 107.41 596,829 577,019 597,652 

計 250,113,512 100.21 687,284 98.86 695,210 683,557 683,425 
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新潟県後期高齢者医療広域連合規約 
平成１９年２月２７日 

新潟県市町村第１４０１号 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、新潟県内の全市町村（以下「関係市町村」という。）をもって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、新潟県の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者

医療確保法」という。）に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理

する。ただし、各号の事務のうち、別表第１に定める事務については、関係市町村において行

う。 

⑴ 被保険者の資格の管理に関する事務 

⑵ 医療給付に関する事務 

⑶ 保険料の賦課に関する事務 

⑷ 保健事業に関する事務 

⑸ その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第３項の広

域計画をいう。以下同じ。）には、次の項目について記載するものとする。 

⑴ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。 

⑵ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所） 

第６条 広域連合の事務所は、新潟市内に置く。  

（広域連合の議会の組織） 

第 7条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、30人とする。 

２ 広域連合の議会は、関係市町村の議会の議員により組織する。 

（広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員は、各関係市町村の議会の議員のうちから、当該関係市町村の議会におい

て１人を選出する。 

２ 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。 

（広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員としての任期による。 

２ 広域連合議員が関係市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定

により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

. 

資料 4 
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（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなければな

らない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合の執行機関の組織） 

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長１人を置く。 

２ 広域連合に会計管理者を置く。 

（広域連合の執行機関の選任の方法） 

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙

する。 

２ 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、関係市町村の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこ

れを選任する。 

５ 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。 

（広域連合の執行機関の任期） 

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。 

（補助職員） 

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。 

（選挙管理委員会） 

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政

治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙す

る。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第16条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の

財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次項において「識見

を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、広域連合

議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任さ

れるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

⑴ 関係市町村の負担金 
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⑵ 事業収入 

⑶ 国及び新潟県の支出金 

⑷ その他の収入 

２ 前項第１号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第２の負担割合等により、広域連合

の予算において定めるものとする。 

（市町村長協議会） 

第18条 広域連合に、その運営に関する重要事項を審議するため、関係市町村の長で構成する

市町村長協議会を置くものとする。 

２ 市町村長協議会の運営に関する事項は、条例で定める。 

（補則） 

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成19年３月１日から施行する。ただし、第11条第２項及び第12条第５項の

規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）から平成20年３月31日までの間において

は、第４条に規定する事務の準備行為を行うものとする。 

３ 施行日から健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条の規定の施

行の日の前日までの間における第４条及び別表第２の規定の適用については、同条中「高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）」

とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条の規定によ

る改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「改正後の高齢者

医療確保法」という。）」と、同表中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療

確保法」とする。 

４ 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第２項の規定にかかわ

らず、新潟市新光町４番地１（新潟県自治会館本館）にて行うものとする。 

５ 施行日から平成19年３月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中、

「職員」とあるのは「吏員その他の職員」とする。 

６ 施行日以後、広域連合長が選任されるまでの間、施行日前日において新潟県後期高齢者医療

広域連合設立準備委員会の会長の職にあった者が、広域連合長職務執行者として広域連合長の

職務を行うものとする。 

附 則（平成20年３月31日新潟県市町村第１３５７号） 

 この規約は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月 30日新潟県市町村第１３７０号） 

 この規約は、平成22年３月31日から施行する。 
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附 則（平成25年２月８日新潟県知事に届出） 

この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

 関係市町村において処理する事務 

１ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

３ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

５ 保険料に関する申請の受付 

６ 上記事務に付随する事務 

 

別表第２（第17条関係） 

区    分 負担割合等 

共通経費 

均 等 割 10％ 

高齢者人口割 40％ 

人 口 割 50％ 

医療給付に要する経費 
高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計

において負担すべき額 

保険料その他の納付金 
高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべ

き額 

  備考 

１ 上表中「共通経費」とは、広域連合の運営に必要な事務経費等で、関係市町村で

分担する負担金をいう。 

２ 上表中「均等割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の数により算出す

るものをいう。 

３ 上表中「高齢者人口割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の住民基本

台帳に基づく満75歳以上の人口の割合により算出するものをいう。 

４ 上表中「人口割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の住民基本台帳に

基づく人口の割合により算出するものをいう。 
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新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）では、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第 291 条の 7 及び新潟県後期高齢者医療広域

連合規約（平成１９年新潟県市町村第１４０１号）第 5 条の規定に基づき、広

域連合及び新潟県内の全市町村（以下「関係市町村」という。）が相互に役割を

分担し、連絡調整を図りながら、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画

的に行うため新潟県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「第 1次広域計画」

という。）を平成 19 年 11月に作成しました。 

第 1 次広域計画の計画期間が、平成 24 年度で満了となることに伴い、引き

続き広域連合と関係市町村が相互に役割を担い、連携をしながら、制度を安定

的かつ円滑に運営するために、第 1 次広域計画の計画期間の状況を踏まえ、第

１次広域計画の基本方針を踏襲し、新潟県後期高齢者医療広域連合第２次広域

計画（以下「第２次広域計画」という。）を作成します。 

 

１ 広域計画の趣旨 
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第２次広域計画に記載する項目は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約第 5

条で定められている次の項目とします。 

 

（１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う 

事務に関すること。 

 

（２）広域計画の期間及び改定に関すること。 

２ 第２次広域計画の項目 
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第 2次広域計画の基本方針は、次のとおりとします。 

 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）をはじ

めとする関係法令に則るとともに、関係機関における高齢者の保健福祉、

医療及び介護に関する諸施策との調和を図りながら事業を推進します。 

 

（２）広域連合と関係市町村が互いに協調・協力し合うとともに、住民の意

見を十分に反映しながら、住民サービスの向上に努めます。 

 

（３）広域化によるスケールメリットを十分に活かして、医療給付の財政基

盤を強化し、後期高齢者の医療を適正にかつ安定的に確保します。 

 

（４）住民の利便性に配慮しながら、広域連合と関係市町村がその役割を明

確にすることにより、事務処理の効率化を図ります。 

 

３ 第 2次広域計画の基本方針 
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広域連合及び関係市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律及び新潟県後

期高齢者医療広域連合規約等の規定に基づき、後期高齢者医療制度の実施につ

いて、次の事務を行います。 

  

 (１) 被保険者の資格管理に関すること 

関係市町村は、住民からの資格管理に関する申請及び届出等の受付、被

保険者証等の引渡し及び返還の受付の窓口業務を行い、これらの情報を広

域連合へ送付します。 

広域連合は、被保険者台帳による被保険者資格の管理及び被保険者証等

の交付決定をします。 

関係市町村においても被保険者資格情報を広域連合と共有することに

より、事務の適正化を図ります。 

 

(２) 医療給付の事務に関すること 

関係市町村は、医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引

渡し等の窓口業務を行い、申請等の情報を広域連合へ送付します。 

広域連合は、医療給付の審査・支払及びレセプトの点検・保管等を行い

ます。 

 

(３) 保険料の賦課及び徴収に関すること 

広域連合は、関係市町村が持つ所得情報等を活用して、保険料率の決定、

保険料の賦課決定や減免決定、徴収猶予の決定等を行います。 

４ 広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること 
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関係市町村は、保険料の徴収及び保険料に関する申請の受付を行います。 

 

(４) 保健事業に関すること 

後期高齢者は、生理的機能の低下や日常生活の動作能力の低下による症

状が増加するなどの特性を有しています。 

広域連合は関係市町村と協力して、被保険者の健康の保持増進のために

必要な保健事業を行います。 

 

(５) その他 

後期高齢者医療制度に関する住民からの相談や問い合わせへの対応は、

関係市町村と広域連合が緊密に連携して行います。  
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第2次広域計画の期間は、平成25年度から平成29年度までとし、その後は５

か年を単位として見直しを行います。 

ただし、第2次広域計画の期間内において、広域連合長が変更の必要があると

認めたときは、広域連合議会の議決を経て、改定を行うものとします。 

 

５ 第 2次広域計画の期間及び改定に関すること 
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後期高齢者医療制度 

（１）仕組み 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の後期高齢者と、６５歳から７４歳まで

の一定の障がいのある方を対象とした医療制度です。 

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位で全市町村が加入して設立する

広域連合が行うこととされていますが、被保険者の利便性を確保するため、各

種申請や受付等の窓口事務や保険料の徴収事務は市町村が行います。 

 

後期高齢者医療制度の仕組み 

 

資料１ 
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（２）財源構成 

 後期高齢者医療費の財源構成は、下表のように一部負担金（医療機関窓口で

の自己負担額）を除いた医療給付費を、保険料で約１割、支援金（現役世代の

保険料）で約４割、公費で約５割を負担することとしています。 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 現役並み所得者（一部負担金３割）の医療給付費は、公費負担の対象外となっており、保険料以外の

部分は支援金（現役世代の保険料）で賄われています。 
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被保険者の状況 

（１） 新潟県全体 

【実績値】 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

被保険者数（人） 320,929 327,966 334,143 342,241 347,090 

対前年度比（％） － 102.19 101.88 102.42 101.42 

【今後の予測】     

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

被保険者数（人） 356,462 360,887 364,581 370,689 378,161 

対前年度比（％） 102.70 101.24 101.02 101.68 102.02 

 ＊ 被保険者数については、平成 20 年度から 24 年度は、4 月 1 日現在の実績値。 

＊ 平成 25 年度は、平成 24・25 年度保険料率算定時に見込んだ予測値、平成 26 年度以降は、新潟

県の人口時系列データを基にした予測値。（広域連合試算） 

 

新潟県全体の被保険者数の推移 

 

資料２ 

(人) 



  

11 

 

（２）県内市町村別（平成 24年 4月 1日現在） 

市町村名 被保険者数（人） 対前年度比（％） 
新潟県全体に占める 

構成比（％） 

新潟市 98,485 102.30 28.37 

長岡市 39,869 101.39 11.49 

三条市 14,500 102.08 4.18 

柏崎市 14,308 100.61 4.12 

新発田市 15,125 101.26 4.36 

小千谷市 6,173 100.18 1.78 

加茂市 4,945 100.16 1.42 

十日町市 11,148 100.16 3.21 

見附市 6,022 101.35 1.73 

村上市 12,198 101.47 3.51 

燕市 10,747 102.74 3.10 

糸魚川市 9,104 100.81 2.62 

妙高市 6,285 100.74 1.81 

五泉市 8,885 101.22 2.56 

上越市 30,353 101.18 8.74 

阿賀野市 7,080 101.16 2.04 

佐渡市 14,357 99.97 4.14 

魚沼市 7,213 100.66 2.08 

南魚沼市 9,738 101.02 2.81 

胎内市 4,980 100.77 1.43 

聖籠町 1,595 100.13 0.46 

弥彦村 1,129 101.07 0.33 

田上町 1,854 101.81 0.53 

阿賀町 3,468 100.96 1.00 

出雲崎町 1,217 100.33 0.35 

湯沢町 1,404 101.30 0.40 

津南町 2,628 99.55 0.76 

刈羽村 737 98.66 0.21 

関川村 1,433 101.13 0.41 

粟島浦村 110 97.35 0.03 

計 347,090 101.42 100.00 



  

12 

 

後期高齢者医療給付費の状況 

（１） 新潟県全体 

【実績値】       

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度   

医療給付費総額（億円） 2,090 2,170 2,263 2,337   

 対前年度比（％） ‐ 103.83 104.29 103.25   

一人当たり医療給付費（円） 645,428 657,509 671,949 679,047   

 対前年度比（％） ‐ 101.87 102.20 101.06   

【今後の予測】 
      

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

医療給付費総額（億円） 2,433 2,553 2,638 2,719 2,821 2,937 

 対前年度比（％） 104.11 104.93 103.33 103.07 103.75 104.11 

一人当たり医療給付費（円） 700,995 716,335 730,948 745,859 761,075 776,601 

 対前年度比（％） 103.23 102.19 102.04 102.04 102.04 102.04 

＊ 平成 20 年度から 23 年度は実績値。 

＊ 平成 20 年度分は、後期高齢者医療制度が平成 20 年 4 月に施行されたため、老人保健制度の 3

月診療分と後期高齢者医療制度の 4 月診療分～2 月診療分の合計値。 

＊ 平成 24 年度及び 25 年度は、平成 24-25 年度保険料率改定時に見込んだ予測値（被保険者数

見込みに一人当たり医療給付費見込みを乗じて算出）、平成 26 年度以降は、被保険者数見込みに

一人当たり医療給付費見込み（伸び率 102.04％と仮定）を乗じて見込んだ予測値。 

 

 

新潟県全体の後期高齢者医療給付費及び一人当たり医療給付費の推移 

 

資料 3 



  

13 

 

（２）県内市町村別（平成 23年度） 

市町村名 
医療給付費総額 

 （千円） 
対前年度比（％） 

一人当たり 

医療給付費(円) 
対前年度比（％） 

新潟市 72,489,605 104.53  745,732  101.28 

長岡市 25,519,838 102.85  645,761  100.67 

三条市 9,602,657 103.21  669,922  100.21 

柏崎市 9,034,073 105.12  634,015  103.63 

新発田市 9,261,640 104.84  616,005  102.75 

小千谷市 4,083,025 100.71  665,313  100.15 

加茂市 3,458,075 103.56  700,582  101.67 

十日町市 6,801,328 101.81  611,960  100.85 

見附市 4,008,355 101.33  670,630  98.82 

村上市 7,923,774 103.10  656,376  101.94 

燕市 6,982,131 102.93  660,124  99.17 

糸魚川市 5,820,841 102.30  642,193  100.69 

妙高市 4,447,231 102.11  709,061  100.12 

五泉市 5,721,958 102.10  648,087  99.61 

上越市 21,184,521 102.43  702,941  100.59 

阿賀野市 4,359,912 102.50  620,187  101.01 

佐渡市 8,975,381 103.07  625,114  102.36 

魚沼市 4,411,890 98.83  614,213  98.02 

南魚沼市 6,361,134 101.80  657,890  100.98 

胎内市 3,317,191 107.41  668,654  105.59 

聖籠町 1,044,703 106.46  655,397  105.59 

弥彦村 676,855 91.60  601,649  89.72 

田上町 1,266,904 101.70  691,164  99.31 

阿賀町 2,318,119 100.79  673,872  98.86 

出雲崎町 781,816 106.76  644,531  106.68 

湯沢町 842,118 105.91  605,405  103.17 

津南町 1,504,091 97.87  571,680  97.83 

刈羽村 495,677 108.33  668,029  107.6 

関川村 942,047 93.55  664,349  93.55 

粟島浦村 63,081 103.91  558,238  97.47 

計 233,699,971 103.25  679,047  101.06 
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新潟県後期高齢者医療広域連合規約 
平成１９年２月２７日 

新潟県市町村第１４０１号 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、新潟県内の全市町村（以下「関係市町村」という。）をもって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、新潟県の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者

医療確保法」という。）に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理

する。ただし、各号の事務のうち、別表第１に定める事務については、関係市町村において行

う。 

⑴ 被保険者の資格の管理に関する事務 

⑵ 医療給付に関する事務 

⑶ 保険料の賦課に関する事務 

⑷ 保健事業に関する事務 

⑸ その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第３項の広

域計画をいう。以下同じ。）には、次の項目について記載するものとする。 

⑴ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。 

⑵ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所） 

第６条 広域連合の事務所は、新潟市内に置く。  

（広域連合の議会の組織） 

第 7条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、30人とする。 

２ 広域連合の議会は、関係市町村の議会の議員により組織する。 

（広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員は、各関係市町村の議会の議員のうちから、当該関係市町村の議会におい

て１人を選出する。 

２ 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。 

（広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員としての任期による。 

２ 広域連合議員が関係市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定

により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

. 

資料 4 
 



  

15 

 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなければな

らない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合の執行機関の組織） 

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長１人を置く。 

２ 広域連合に会計管理者を置く。 

（広域連合の執行機関の選任の方法） 

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙

する。 

２ 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、関係市町村の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこ

れを選任する。 

５ 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。 

（広域連合の執行機関の任期） 

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。 

（補助職員） 

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。 

（選挙管理委員会） 

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政

治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙す

る。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第16条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の

財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次項において「識見

を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、広域連合

議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任さ

れるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

⑴ 関係市町村の負担金 
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⑵ 事業収入 

⑶ 国及び新潟県の支出金 

⑷ その他の収入 

２ 前項第１号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第２の負担割合等により、広域連合

の予算において定めるものとする。 

（市町村長協議会） 

第18条 広域連合に、その運営に関する重要事項を審議するため、関係市町村の長で構成する

市町村長協議会を置くものとする。 

２ 市町村長協議会の運営に関する事項は、条例で定める。 

（補則） 

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成19年３月１日から施行する。ただし、第11条第２項及び第12条第５項の

規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）から平成20年３月31日までの間において

は、第４条に規定する事務の準備行為を行うものとする。 

３ 施行日から健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条の規定の施

行の日の前日までの間における第４条及び別表第２の規定の適用については、同条中「高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）」

とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条の規定によ

る改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「改正後の高齢者

医療確保法」という。）」と、同表中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療

確保法」とする。 

４ 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第２項の規定にかかわ

らず、新潟市新光町４番地１（新潟県自治会館本館）にて行うものとする。 

５ 施行日から平成19年３月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中、

「職員」とあるのは「吏員その他の職員」とする。 

６ 施行日以後、広域連合長が選任されるまでの間、施行日前日において新潟県後期高齢者医療

広域連合設立準備委員会の会長の職にあった者が、広域連合長職務執行者として広域連合長の

職務を行うものとする。 

附 則（平成20年３月31日新潟県市町村第１３５７号） 

 この規約は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月 30日新潟県市町村第１３７０号） 

 この規約は、平成22年３月31日から施行する。 
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附 則（平成25年２月８日新潟県知事に届出） 

この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

 関係市町村において処理する事務 

１ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

３ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

５ 保険料に関する申請の受付 

６ 上記事務に付随する事務 

 

別表第２（第17条関係） 

区    分 負担割合等 

共通経費 

均 等 割 10％ 

高齢者人口割 40％ 

人 口 割 50％ 

医療給付に要する経費 
高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計

において負担すべき額 

保険料その他の納付金 
高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべ

き額 

  備考 

１ 上表中「共通経費」とは、広域連合の運営に必要な事務経費等で、関係市町村で

分担する負担金をいう。 

２ 上表中「均等割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の数により算出す

るものをいう。 

３ 上表中「高齢者人口割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の住民基本

台帳に基づく満75歳以上の人口の割合により算出するものをいう。 

４ 上表中「人口割」とは、前年度の３月31日における関係市町村の住民基本台帳に

基づく人口の割合により算出するものをいう。 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）では、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第 291条の 7及び新潟県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年新潟

県市町村第１４０１号）第 5条の規定に基づき、広域連合及び新潟県内の全市町村（以下「関

係市町村」という。）が相互に役割を分担し、連絡調整を図りながら、後期高齢者医療制度の

事務を総合的かつ計画的に行うため新潟県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「第 1次

広域計画」という。）を平成 19年 11月に作成しました。 

第 1次広域計画の計画期間が、平成 24年度で満了となることに伴い、引き続き広域連合

と関係市町村が相互に役割を担い、連携をしながら、制度を安定的かつ円滑に運営するため

に、第 1次広域計画の計画期間の状況を踏まえ、第１次広域計画の基本方針を踏襲し、新潟

県後期高齢者医療広域連合第２次広域計画（以下「第２次広域計画」という。）を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）広域計画の趣旨 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が作成する広域計画は、地

方自治法（昭和22 年法律第67 号）第291条の７及び新潟県後期高齢者医療広域連合規

約（平成１９年新潟県市町村第１４０１号）第５条の規定に基づき、広域連合及び新潟県内

全市町村（以下「関係市町村」という。）が相互に役割を分担し、連絡調整を図りながら、

後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画的に実施するために定めるものです。 

広域連合におきましては、平成19年11月に第一次広域計画を作成、その後、平成２５年

３月に第二次広域計画を作成し、後期高齢者医療に係る様々な施策等を実施してきました。 

現在の広域計画の期間が平成2９年度で満了となることに伴い、今後も引き続き、関係市

町村と緊密に連携・協力し、さらに安定的な事業運営を行っていくために、平成３０年度か

らの新潟県後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（以下「第３次広域計画」）を作成しま

す。 

 

１ 広域計画の趣旨 １ 広域計画の趣旨 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

 

 

 

第２次広域計画に記載する項目は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約第 5条で定められ

ている次の項目とします。 

 

（１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う 事務に関す

ること。 

 

（２）広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第３次広域計画の項目 

 

 

 第３次広域計画に記載する項目は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約第５条で定められ

ている次の項目とします。 

 

 （１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関する

こと。 

  

 （２）広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

２ 第２次広域計画の項目 ２ 第３次広域計画の項目 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

 

 

 

第 2次広域計画の基本方針は、次のとおりとします。 

 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）をはじめとする関係

法令に則るとともに、関係機関における高齢者の保健福祉、医療及び介護に関する諸

施策との調和を図りながら事業を推進します。 

 

（２）広域連合と関係市町村が互いに協調・協力し合うとともに、住民の意見を十分に反

映しながら、住民サービスの向上に努めます。 

 

（３）広域化によるスケールメリットを十分に活かして、医療給付の財政基盤を強化し、

後期高齢者の医療を適正にかつ安定的に確保します。 

 

（４）住民の利便性に配慮しながら、広域連合と関係市町村がその役割を明確にすること

により、事務処理の効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３次広域計画の基本方針 

 

 

第３次広域計画の基本方針は、次のとおりとします。 

 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）をはじめとする関係

法令に則るとともに、関係機関における高齢者の保健福祉、医療及び介護に関する諸

施策との調和を図りながら事業を推進します。 

 

（２）広域連合と関係市町村が互いに協調・協力し合うとともに、住民の意見を十分に反

映しながら、住民サービスの向上に努めます。 

 

（３）広域化によるスケールメリットを十分に活かして、医療給付の財政基盤を強化し、

後期高齢者の医療を適正にかつ安定的に確保します。 

 

（４）住民の利便性に配慮しながら、広域連合と関係市町村がその役割を明確にすること

により、事務処理の効率化を図ります。 

 

 

 

 

３ 第 2次広域計画の基本方針 ３ 第３次広域計画の基本方針 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

 

 

 

広域連合及び関係市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律及び新潟県後期高齢者医療

広域連合規約等の規定に基づき、後期高齢者医療制度の実施について、次の事務を行います。 

  

 (１) 被保険者の資格管理に関すること 

関係市町村は、住民からの資格管理に関する申請及び届出等の受付、被保険者証等の

引渡し及び返還の受付の窓口業務を行い、これらの情報を広域連合へ送付します。 

広域連合は、被保険者台帳による被保険者資格の管理及び被保険者証等の交付決定

をします。 

関係市町村においても被保険者資格情報を広域連合と共有することにより、事務の

適正化を図ります。 

 

(２) 医療給付の事務に関すること 

関係市町村は、医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し等の窓

口業務を行い、申請等の情報を広域連合へ送付します。 

広域連合は、医療給付の審査・支払及びレセプトの点検・保管等を行います。 

 

(３) 保険料の賦課及び徴収に関すること 

広域連合は、関係市町村が持つ所得情報等を活用して、保険料率の決定、保険料の賦

課決定や減免決定、徴収猶予の決定等を行います。 

関係市町村は、保険料の徴収及び保険料に関する申請の受付を行います。 

 

(４) 保健事業に関すること 

 

 

 

広域連合及び関係市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律及び新潟県後期高齢者医療

広域連合規約等の規定に基づき、後期高齢者医療制度の実施について、次の事務を行います。 

 

(１) 被保険者の資格管理に関すること 

広域連合は、被保険者台帳による被保険者資格情報の管理及び被保険者証等の交付決

定をします。 

関係市町村は、住民からの資格管理に関する申請及び届出等の受付、被保険者証等の

引渡し及び返還の受付の窓口業務を行い、これらの情報を広域連合へ送付します。 

また、被保険者資格情報を広域連合と共有することにより、事務の適正化を図ります。 

 

(２) 医療給付の事務に関すること 

広域連合は、医療給付の審査・支払及びレセプトの点検・保管等を行います。 

関係市町村は、医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し等の窓口

業務を行い、申請等の情報を広域連合へ送付します。 

 

(３) 保険料の賦課及び徴収に関すること 

広域連合は、関係市町村が持つ所得情報等を活用して、保険料率の決定、保険料の賦

課決定や減免決定、徴収猶予の決定等を行います。 

関係市町村は、保険料の徴収及び保険料に関する申請の受付を行います。 

 

(４) 保健事業に関すること 

後期高齢者は、生理的機能の低下や日常生活の動作能力の低下による症状が増加する

４ 広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること ４ 広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

後期高齢者は、生理的機能の低下や日常生活の動作能力の低下による症状が増加す

るなどの特性を有しています。 

広域連合は関係市町村と協力して、被保険者の健康の保持増進のために必要な保健

事業を行います。 

 

(５) その他 

後期高齢者医療制度に関する住民からの相談や問い合わせへの対応は、関係市町村

と広域連合が緊密に連携して行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

などの特性を有しています。 

広域連合は、関係市町村と連携・協力して、被保険者の健康の保持増進のために必要

な保健事業を行います。 

 

(５) その他 

後期高齢者医療制度の運営に当たっては、広域連合と関係市町村の間で、個人番号や

住基情報などの情報連携が不可欠であり、広域連合と関係市町村が緊密に連携すること

により、後期高齢者医療制度に関する住民からの相談や問い合わせに対応します。 
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第２次広域計画 第３次広域計画 
広域計画新旧対照表 

 

 

 

第2次広域計画の期間は、平成25年度から平成29年度までとし、その後は５か年を単位

として見直しを行います。 

ただし、第2次広域計画の期間内において、広域連合長が変更の必要があると認めたとき

は、広域連合議会の議決を経て、改定を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次広域計画の期間は、平成３０年度から平成３４年度までとし、その後は５か年を単

位として見直しを行います。 

ただし、第３次広域計画の期間内において、広域連合長が変更の必要があると認めたとき

は、広域連合議会の議決を経て、改定を行うものとします。 

 

 

 

５ 第 2次広域計画の期間及び改定に関すること ５ 第３次広域計画の期間及び改定に関すること 



 

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定について 

 

１ データヘルス計画策定の背景 

 平成 25 年６月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」において、国民の「健康寿

命の延伸」がテーマの１つとして掲げられ、国民健康保険等の保険者に診療報酬明

細書（レセプト）等のデータ分析、それに基づく被保険者の健康増進の事業計画「デ

ータヘルス計画」の作成・公表、事業実施・評価等の取組みを推進することとされ

た。 

 これを受け、国では、平成 26 年４月１日付で「高齢者の医療の確保に関する法律に

基づく保健事業の実施等に関する指針」を適用し、各広域連合に対して「データヘ

ルス計画」を策定・公表し、事業実施及び評価等の取組みを推進することとした。 

 広域連合では平成 27 年８月に第１期となるデータヘルス計画を策定し、ＰＤＣＡサ

イクルを意識した継続的な事業を実施してきたが、３年計画の終期である平成 29 年

度を迎え、平成 30 年度から第２期となるデータヘルス計画を６年計画で策定するも

のである。 

 

２ 第２期計画の策定方法 

 広域連合では、医療費適正化のための分析を平成 28 年度から外部業者への委託によ

り行っている。 

 この分析で使用している各種データを保健事業実施計画の策定にも使用することで、

通常発生するデータ分析環境の構築に係る費用を抑え、比較的安価に専門的な分析

による策定が可能であるとの見込みから、同業者に策定を委託した。 

＜業務委託（概要）＞ 

１ 委託期間 

 委託期間・・・平成 30 年３月 31 日まで 

 委託業者・・・随意契約により選定 

２ 分析対象データ 

 被保険者マスタ情報 

対象期間・・・平成 28 年度末時点 

 レセプト電算処理システム（医科、ＤＰＣ、調剤）データ 

対象診療月・・・平成 24 年４月～平成 29 年３月診療分 

 健康診査データ 

対象年度・・・平成 24～28 年受診分 

    ※全てのデータを漏れなく使用するわけではありません 

３ 業務内容 

 策定全般 

４ 委託料 

 2,160,000 円（税込み） 

  

H29.11.14（火） 
第１回医療懇談会 

資料 5－1 



３ 広域連合において取り組む保健事業 

 事業名 目的 

継続 健康診査 生活習慣病の発症・重症化予防 

継続 歯科健康診査 口腔機能の低下防止 

継続 糖尿病性腎症重症化予防 糖尿病性腎症重症化予防 

継続 健康相談・指導 低栄養、心身機能低下等による重症化予防 

継続 長寿・健康増進 市町村の後期高齢者に対する保健事業の支援 

継続 
重複・頻回受診者、重複投薬

者対策 
重複・頻回受診者数、重複投薬者数の減少 

継続 
ジェネリック医薬品普及・啓

発 
ジェネリック医薬品の普及 

継続 薬剤併用禁忌防止 薬剤による健康被害の防止 

 

４ スケジュール 

平成 29 年 

○ ７月７日  第１回保健事業担当者連絡会議 

○ ７月 18 日 受託業者と契約 

○ ９月８日  策定の手引き受領 

○ 10 月 27 日 第２回保健事業担当者連絡会議 

○ 11 月 14 日 第１回医療懇談会 

○ 11 月 17 日 第３回市町村担当課長会議 

○ 11 月 20 日 市町村協議開始 

○ 12 月８日  市町村協議終了 

平成 30 年 

○ １月 15 日  パブリックコメント開始 

○ １月末頃  第４回市町村担当課長会議 

○ １月下旬～ 

２月上旬 第２回医療懇談会 

○ ２月 14 日  パブリックコメント終了 

○ ３月 30 日  公表 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

第 2期保健事業実施計画（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30年 月 
 

新潟県後期高齢者医療広域連合 
 

H29.11.14（火） 
第１回医療懇談会 

資料 5－2 
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第１章 基本的事項 

1. 計画策定の目的と背景 

近年、後期高齢者に対する健康診査の実施や診療報酬明細書（レセプト）等の電子化の

進展、国保データベースシステム（KDB システム）等の整備により、保険者が健康や医療に

関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤

整備が進んでいます。 

こうした中、「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において、「全ての健康保

険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事

業計画として「計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保

が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。また、後期高齢者医療の各保険者に対

しては、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針が示

され、レセプト等のデータを分析及び活用したうえで「保健事業実施計画（データヘルス計

画）」を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこととされました。 

これまでも、新潟県後期高齢者医療広域連合においては、被保険者の健康の保持・増進

を重要な課題として、レセプト等や統計資料等を活用し、被保険者が地域において自立し

た日常生活を少しでも長く送ることができるよう、保健事業を実施してきました。また、平成 27

年 8 月には「第 1 期新潟県後期高齢者医療広域連合 保健事業実施計画（第 1 期データ

ヘルス計画）を、以下の方針に基づき策定しています。 

 

  【第 1期データヘルス計画 方針】 

① 疾病ごとの医療費比較、高額レセプトの発生状況や発生元となる疾病の把握を行

い、健康課題を明確にします。 

② 明確となった健康課題から効率的・効果的な事業を立案し、ＰＤＣＡサイクルを意識

した継続的な事業を実施します。 

③ 実施事業に対する明確な目標を設定するとともに、目標を達成することの出来る効

果的な実施方法を明示します。 

④ 比較的短期間で効果の表れる短期的事業と将来の健康保持につながる中・長期

的な事業を本県の実情に合わせて、効率よく実施します。 

 

こうした背景を踏まえ、本計画では、第 1 期データヘルス計画の方針を引き継ぐとともに、

第 1 期データヘルス計画の評価・分析結果をもとに保健事業実施体制や事業内容を改善・

発展させています。広域連合では、本計画に基づき、効果的かつ効率的な保健事業を確実

に実施し、被保険者の更なる健康の保持・増進に取り組んでいきます。 
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2. 計画の位置づけ 

本計画は、「21 世紀における第２次国民健康づくり運動（健康日本 21（第 2 次））」の基本

方針を踏まえ、策定しました。 

「新潟県後期高齢者医療広域連合第 3 次広域計画」の「4 広域連合及び関係市町村が

行う事務に関すること」に基づき定めるもので、「新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例」第 3条に規定する保健事業を推進する計画です。 

また、「新潟県健康増進計画（健康にいがた 21（第 2 次））」や県内市町村の健康増進計

画、データヘルス計画との調整を図ります。 

 

3. 計画の名称と計画期間 

計画の名称：第 2 期 新潟県後期高齢者医療広域連合 保健事業実施計画（第 2 期デ

ータヘルス計画） 

計画期間 ：平成 30年度～平成 35年度（6年間） 

        なお、第 2 期データヘルス計画の中間年度である 32 年度に計画全体の評

価・検証を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

データヘルス計画 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

第 1 期計画 
         

第 2 期計画 

     
 

見直し  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間：3 か年 

（H27～H29） 

計画期間：6 か年 

（H30～H35） 
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4. 実施体制・関係者連携 

(1) 広域連合の取り組み 

本計画は、広域連合が主体となり、市町村及び関係機関と連携し取り組みます。 

市町村の住民は、75 歳に達したことや一定の障がいがあることにより後期高齢者医療制

度の被保険者となりますが、その前は市町村国保や被用者保険の被保険者です。   

このことから、広域連合の保健事業は、市町村国保や被用者保険の保健事業からの連続

性を踏まえて実施することが重要になります。 

また、広域連合の被保険者は、市町村で行っている介護保険サービスや介護予防事業

を利用することが相対的に多いことから、市町村で行っている地域包括ケア推進の取組を

支援することが必要です。 

また、広域連合事務局が県内市町村からの派遣職員で構成されていることから、事業を

継続的に実施していくためには、新潟県国民健康保険団体連合会が実施する「国保・後期

高齢者医療ヘルスサポート事業」や「支援・評価委員会」を積極的に活用するとともに、地域

医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・看護協会等の専門機関の協力や支援をお願い

していくことが重要です。 

 そこで、本計画を推進するに当たっては、県内市町村、新潟県、被用者保険の保険者を

はじめ関係機関等との連携が不可欠であり、計画の趣旨や内容の周知、連携の強化、協力

体制づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画）

〇データ分析に基づく事業の立案
・健康課題の分析
・目標設定
・事業の企画

Do（実行）

〇事業の実施

Check（評価）

〇データ分析に基づく事業の評価
・目標と結果の比較・分析
・事業の評価

Act（改善）

〇次サイクルに向けた修正
・改善すべき点の検証
・事業内容の見直し
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(2) 外部有識者等との連携による実施体制 

計画の実効性を高めるためには、策定から評価までの一連のプロセスにおいて、外部有

識者等との連携・協力が重要と考えており、保健医療関係者の協力が積極的に得られるよう、

会議や意見交換の場を設置・開催して行きます。 

 

【主な実施体制・関係者連携の場】 

≪ＰＬＡＮ（計画）≫ 

○保健事業担当者連絡会議 

実施主体：新潟県後期高齢者医療広域連合 

実施回数：年 1～2回 

参 加 者：市町村後期高齢者医療担当／保健事業担当／介護保険担当 

○医療懇談会 

実施主体：新潟県後期高齢者医療広域連合 

実施回数：年 1～3回 

参 加 者：被保険者代表 3名、保険医療機関代表 3名（新潟県医師会、新潟県歯

科医師会、新潟県薬剤師会）、学識経験者代表 2 名（新潟大学）、医療

保険者代表 2 名、行政関係者代表（新潟県福祉保健部 国保福祉指導

課） 

 

≪ＣＨＥＣＫ（評価）≫≪ＡＣＴ（改善）≫ 

○保健事業支援・評価委員会 

実施主体：新潟県国民健康保険団体連合会 

実施回数：年 1～3回 

参 加 者：新潟県国民健康保険団体連合会、外部有識者、国保・後期医療保険者 
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第２章 現状の整理 

1. 保険者等の特性 

(1) 被保険者の状況 

 

【新潟県における人口及び被保険者数の推移】 

新潟県の人口は減少傾向にあるものの、被保険者数は増加傾向にあり、平成 29 年で

は 364,433人となっています。 

新潟県人口に占める被保険者の割合は平成 29 年に 15.8％となっており、被保険者割

合全国値の 12.9％と比較して高くなっています。 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

人口（＊出典1） 2,361,133人 2,354,872人 2,337,485人 2,319,435人 2,300,923人

被保険者数（＊出典2） 349,533人 353,652人 355,478人 359,432人 364,433人

被保険者割合 14.8% 15.0% 15.2% 15.5% 15.8%

被保険者割合（全国） 11.6% 11.9% 12.1% 12.5% 12.9%

新潟県
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（出典については本計画書末尾の出典欄を参照） 
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【新潟県の市町村における人口と被保険者数】 

新潟県の市町村においては、被保険者割合も 11％台から 28％台まで県内で幅広く異

なります。人口規模も含めて県内の各市町村で地域差が大きいことが確認できます。 

人口

（＊出典3）

被保険者数

（＊出典4）

被保険者

割合

2,300,923 367,803 16.0%

新潟市 800,112 109,958 13.7%

長岡市 274,977 42,185 15.3%

三条市 100,069 15,776 15.8%

柏崎市 86,359 14,772 17.1%

新発田市 99,700 15,887 15.9%

小千谷市 36,666 6,268 17.1%

加茂市 28,223 5,078 18.0%

十日町市 55,251 11,311 20.5%

見附市 41,190 6,540 15.9%

村上市 62,638 12,635 20.2%

燕市 81,192 12,148 15.0%

糸魚川市 44,418 9,484 21.4%

妙高市 33,577 6,360 18.9%

五泉市 52,026 9,196 17.7%

上越市 196,959 31,642 16.1%

阿賀野市 43,691 7,225 16.5%

佐渡市 57,470 13,769 24.0%

魚沼市 37,503 7,168 19.1%

南魚沼市 58,303 9,684 16.6%

胎内市 30,274 5,150 17.0%

聖籠町 14,264 1,665 11.7%

弥彦村 8,328 1,216 14.6%

田上町 12,146 2,005 16.5%

阿賀町 11,782 3,354 28.5%

出雲崎町 4,592 1,100 24.0%

湯沢町 8,182 1,496 18.3%

津南町 10,059 2,459 24.4%

刈羽村 4,715 746 15.8%

関川村 5,904 1,402 23.7%

粟島浦村 353 124 35.1%

市区町村名

新潟県
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(2) 医療費の状況 

 

【医療費の推移】 

総医療費、一人当たり医療費ともに年度による変動はあるものの、概ね横ばいで推移し

ています。一人当たり医療費は平成 28年度で 742,219円と全国で最も低い値です。 

平成26年度 平成27年度 平成28年度

263,742 270,627 270,499

741,663 753,097 742,219

47位 47位 47位

＊出典5

総医療費

（単位：百万円）

一人当たり医療費

（単位：円）

全国順位

 

 

【平成２７年度 医療基礎情報】 

平成 27 年度の一人当たり医療費の内訳を見ると、入院にかかる医療費が全国に比べ

て約 25％低く、受診率が影響していることが示唆されます。また、入院外については、受

診率は全国と同等にもかかわらず、一人当たり医療費が低い値になっています。 

対全国平均比

病院数 5.7 軒 6.7 軒 85.1%

診療所数 73.5 軒 79.5 軒 92.5%

病院病床数 1,249.60 床 1,232.10 床 101.4%

診療所病床数 31.8 床 84.7 床 37.5%

医師数 200.9 人 244.9 人 82.0%

合計 753,097 円 941,240 円 80.0%

入院 345,990 円 460,993 円 75.1%

入院外 217,638 円 274,795 円 79.2%

歯科 29,040 円 32,757 円 88.7%

調剤 158,639 円 168,788 円 94.0%

入院 64.85 件 82.28 件 78.8%

入院外 1,498.89 件 1,601.56 件 93.6%

歯科 196.84 件 225.02 件 87.5%

調剤 1,061.42 件 1,061.37 件 100.0%

＊出典6,7,8

受診率

（100人当たり件数）

新潟県 全国平均

10万人当たり

1人当たり医療費
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【市町村別医療費の状況（各年度末時点）】 

新潟県の市町村別医療費では、一人当たり医療費が 50 万円台から 80 万円台まで県

内で幅広く異なります。県内の各市町村で地域差が大きいことが確認できます。 

（単位：円）

新潟市 84,309,836,693 815,415 87,547,907,352 828,809 89,395,794,222 826,300

長岡市 28,863,155,841 707,222 29,941,673,823 725,982 29,740,418,274 712,567

三条市 11,115,432,485 738,567 11,394,850,339 744,908 11,588,374,647 743,750

柏崎市 10,444,231,395 721,885 10,775,893,748 743,832 10,812,832,464 737,825

新発田市 10,322,923,183 668,107 10,528,106,400 675,441 10,652,263,784 676,120

小千谷市 4,256,987,340 686,611 4,593,420,117 738,730 4,532,526,311 727,649

加茂市 3,687,415,400 737,631 3,736,524,112 744,624 3,612,713,592 713,552

十日町市 7,215,688,697 641,908 7,094,648,392 632,660 6,989,445,962 621,782

見附市 4,506,928,454 719,727 4,742,832,456 746,550 4,720,991,487 730,238

村上市 9,512,997,222 761,954 9,798,263,255 783,798 9,664,645,661 769,111

燕市 7,795,639,779 691,532 8,180,189,041 707,078 8,623,730,095 722,497

糸魚川市 6,432,624,929 699,046 6,802,669,149 738,457 6,972,767,130 741,942

妙高市 4,868,033,697 778,387 4,830,076,463 772,565 4,641,394,727 736,262

五泉市 6,394,404,565 706,876 6,498,378,155 714,657 6,582,173,016 717,638

上越市 23,348,902,466 760,055 23,549,198,424 759,995 22,847,765,437 730,381

阿賀野市 5,100,734,036 715,190 5,277,275,568 738,390 5,204,221,423 727,660

佐渡市 10,019,103,007 709,417 10,048,376,965 720,004 9,766,274,188 708,471

魚沼市 5,178,604,640 727,026 4,854,378,625 684,873 4,872,928,377 684,977

南魚沼市 7,170,242,118 743,801 6,905,511,031 717,381 7,040,799,202 730,449

胎内市 3,797,484,133 752,126 3,948,231,734 783,224 3,801,236,324 745,925

聖籠町 1,147,024,039 700,259 1,264,254,959 766,215 1,148,003,552 692,403

弥彦村 812,083,640 706,160 784,821,833 673,089 740,993,204 618,525

田上町 1,288,830,091 689,214 1,290,822,895 673,005 1,393,384,833 705,154

阿賀町 2,468,439,490 723,883 2,431,834,344 718,627 2,485,997,213 737,466

出雲崎町 785,572,088 671,429 779,835,535 686,475 716,405,052 639,647

湯沢町 902,206,470 643,973 879,659,814 614,717 904,554,498 613,257

津南町 1,634,997,030 640,924 1,636,576,997 646,357 1,430,883,357 576,272

刈羽村 507,928,978 680,870 552,725,672 750,986 521,105,662 701,354

関川村 1,082,231,920 756,806 1,154,547,866 810,209 1,206,606,582 855,143

粟島浦村 69,708,934 633,718 73,617,332 645,766 85,816,565 697,696

合計 265,040,392,760 745,750 271,897,102,396 757,348 272,697,046,841 749,341

市町村名

平成26年度 平成27年度 平成28年度

医療費総計
一人当たり

医療費
医療費総計

一人当たり

医療費
医療費総計

一人当たり

医療費

 
 ＊出典 9 
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【レセプト種別の実患者数と医療費】 

レセプト種別に実患者数を見ると医科入院外、調剤が圧倒的に多くなっています。医療

費を実患者数で割った患者当たり医療費は医科入院、DPC が高く、年度の推移を見ても、

実患者数の減少に対して患者当たり医療費は増加していることが分かります。 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

医科入院 54,938 55,161 52,532 67,629 69,087 65,819 1,231,003 1,252,466 1,252,932

医科入院外 356,220 361,185 367,271 73,852 76,722 76,578 207,320 212,418 208,507

調剤 315,254 321,625 328,183 54,499 56,928 53,381 172,873 177,002 162,655

DPC 41,472 41,859 45,866 44,595 44,774 51,217 1,075,297 1,069,645 1,116,666

レセプト種別
実患者数（人） 医療費（百万円） 患者当たり医療費（円）

 

DPC：包括医療費支払い制度方式。入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働

省が定めた 1 日当たりの定額の点数からなる包括評価部分（入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断など）と、従

来どおりの出来高評価部分（手術、胃カメラ、リハビリなど）を組み合わせて計算する方式。 

 

【平成 28年度 高額医療費の状況（入院）】 

入院レセプトについて平成 28 年度の医療費を金額別、年齢別に実患者数を見てみる

と、年間に 50 万円以上 100 万円未満の患者数が多く、次に 10 万円以上 50 万円未満と

なっています。年間医療費 500万円以上の実患者数は 4,678人となっています。 

また、年間医療費 500 万円以上の実患者数を年齢別に見ると 75～84 歳代が最も多く

高額医療や重症疾患の影響が考えられます。 

単位：人（実人数）

年間医療費 65-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90-94歳 95-99歳 100歳以上 小計

10万円未満 11 90 104 124 116 62 17 524

10万円以上50万円未満 215 5,021 6,233 5,391 3,170 1,118 204 21,352

50万円以上100万円未満 363 5,196 6,828 6,645 4,016 1,422 230 24,700

100万円以上200万円未満 100 2,267 2,207 2,163 1,556 677 142 9,112

200万円以上300万円未満 218 2,726 3,416 2,990 1,868 606 93 11,917

300万円以上400万円未満 136 1,335 1,656 1,371 855 256 34 5,643

400万円以上500万円未満 249 960 1,103 974 457 138 21 3,902

500万円以上 357 1,345 1,403 966 448 145 14 4,678

総計 1,649 18,940 22,950 20,624 12,486 4,424 755 81,828  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

65-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90-94歳 95-99歳 100歳以上

10万円未満 10万円以上50万円未満 50万円以上100万円未満 100万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満 300万円以上400万円未満 400万円以上500万円未満 500万円以上

（人）
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【平成 28年度 疾病別の医療費状況】 

平成 28年度の医科・調剤レセプトについて、疾病大分類別に実患者数と患者当たり医

療費、医療費の構成割合を分析したところ、入院レセプトでは「循環器系の疾患」が最も

高く、続いて「消化器系の疾患」、「内分泌,栄養及び代謝疾患」、「神経系の疾患」、「呼吸

器系の疾患」の順となっています。入院外レセプトでは上位 3 番目までは入院レセプトと

同様の順位となっていますが、4 番目に「筋骨格系及び結合組織の疾患」となっています。 

実患者数

(人)※

患者一人当た

り医療費(円)
構成割合※

実患者数

(人)※

患者一人当た

り医療費(円)
構成割合※

A00-B99感染症及び寄生虫症 24,623 1,150,317 4.0% 123,938 188,905 3.2%

C00-D48新生物 32,050 1,138,315 5.1% 149,385 195,407 4.0%

D50-D89血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 22,873 1,223,159 3.9% 103,500 281,422 4.0%

E00-E90内分泌，栄養及び代謝疾患 51,515 1,245,444 9.0% 283,415 267,804 10.4%

F00-F99精神及び行動の障害 25,499 1,458,869 5.2% 107,309 245,726 3.6%

G00-G99神経系の疾患 40,246 1,389,070 7.8% 211,932 286,510 8.3%

H00-H59眼及び付属器の疾患 13,394 978,114 1.8% 179,110 115,777 2.8%

H60-H95耳及び乳様突起の疾患 2,957 826,873 0.3% 49,797 108,933 0.7%

I00-I99循環器系の疾患 64,975 1,384,780 12.6% 318,409 283,516 12.4%

J00-J99呼吸器系の疾患 42,216 1,221,993 7.2% 214,190 188,364 5.5%

K00-K93消化器系の疾患 59,925 1,289,449 10.8% 306,082 286,021 12.0%

L00-L99皮膚及び皮下組織の疾患 24,940 1,267,013 4.4% 171,305 217,098 5.1%

M00-M99筋骨格系及び結合組織の疾患 39,857 1,277,230 7.1% 272,179 272,417 10.2%

N00-N99腎尿路生殖器系の疾患 33,856 1,219,520 5.8% 149,091 260,927 5.3%

O00-O99妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞ 25 803,284 0.0% 86 144,884 0.0%

P00-P96周産期に発生した病態 3 2,063,960 0.0% 17 383,621 0.0%

Q00-Q99先天奇形，変形及び染色体異常 1,734 1,053,303 0.3% 16,891 196,322 0.5%

R00-R99症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 41,489 1,223,482 7.1% 193,166 234,381 6.2%

S00-T98損傷，中毒及びその他の外因の影響 24,622 1,325,804 4.6% 111,359 159,333 2.4%

U00-U99特殊目的用コード 3 1,426,357 0.0% 2 146,100 0.0%

V00-Y98傷病及び死亡の外因 3 34,087 0.0% 2 17,490 0.0%

Z00-Z99健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 10,668 1,043,151 1.6% 88,849 132,499 1.6%

分類外 7,093 2,125,150 1.1% 76,802 358,270 1.4%

疾病項目（大分類）

入院 入院外

 
※実患者数： 複数の疾病を持つ被保険者はそれぞれの疾病項目でカウントされます。同じ疾病項目で複数

回レセプトが発生している場合は、1名としてカウントされます。 

※構成割合： 総医療費に占める各疾病の医療費割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

【平成 28年度 上位 5疾病の中分類別医療費構成割合】 

入院外レセプトにおける疾病大分類別の医療費構成割合が高い疾病について、疾病

中分類毎に見ることで、どのような疾病の医療費が高いのか分析を行いました。 

 

「循環器系の疾患」では、「高血圧性疾患」が約 3 分の 1 を占めており、続いて「その他

の型の心疾患」、「脳血管疾患」、「虚血性心疾患」の順となっています。 

「消化器系の疾患」では、「食道,胃及び十二指腸の疾患」が 4 割を占めており、続いて

「腸のその他の疾患」となっています。調剤で胃薬が一緒に処方されるケースが影響して

いると考えられます。 

 

(a)循環器系の疾患                     (b)消化器系の疾患 

I10-I15高血圧

性疾患, 36.1%

I30-I52その他の型の心疾

患, 23.9%

I60-I69脳血管疾患, 

18.0%

I20-I25虚血性

心疾患, 9.3%

I70-I79動脈，細動脈

及び毛細血管の疾患, 

6.6%

その他（リウマチ等）, 

6.2%

K20-K31食道，

胃及び十二指

腸の疾患, 

42.0%

K55-K63腸のその他の疾患, 38.1%

K80-K87胆のう，胆

管及び膵の障害, 

6.1%

K70-K77肝疾患, 

5.9%

K00-K14口腔，唾液

腺及び顎の疾患, 

2.5%

その他, 5.4%

 

 

「内分泌,栄養及び代謝疾患」では、「代謝疾患（例：脂質異常症）」が約 5割を占めてお

り、続いて「糖尿病」の順となっています。 

「筋骨格系の疾患」では、「その他の脊柱障害」の割合が高く、続いて「骨の密度及び構

造の障害」、「脊柱障害」、「関節症」の順となっています。 

 

(c)内分泌、栄養及び代謝疾患              (d)筋骨格系の疾患 

E70-E90代謝障害, 

49.1%

E10-E14糖尿病, 

32.6%

E50-E64その他

の栄養欠乏症, 

6.6%

E20-E35その他の

内分泌腺障害, 

4.3%

E00-E07甲状腺障害, 

4.3%

その他, 3.2%

M50-M54その他

の脊柱障害, 

21.6%

M80-M85骨

の密度及び

構造の障害, 

19.2%

M45-M49脊椎障害, 

14.4%

M15-M19関節症, 

14.0%

M70-M79その

他の軟部組織

障害, 9.8%

その他, 

20.9%
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「神経系の疾患」では、「挿間性及び発作性障害」、「神経系のその他の変性疾患」の順

となっています。 

 

 (e)神経系の疾患 

G40-G47挿間

性及び発作

性障害, 

45.1%

G30-G32神経系のその他

の変性疾患, 19.2%

G60-G64多発（性）

ニューロパチ＜シ

＞ー及びその他の

末梢神経系の障害, 

11.4%

G90-G99神経系の

その他の障害, 

9.8%

G20-G26錐体外路

障害及び異常運動, 

7.5%

その他, 7.0%
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(3) 介護保険の状況 

 

【新潟県における介護認定者（第 1号被保険者）の推移】 

新潟県における第 1 号被保険者のうち、75 歳以上の要介護（要支援）認定率は、平成

27年度で 32.0％となっており、全国平均よりも 0.5％低くなっています。 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

659,830 677,272 690,537 32,018,149 33,020,554 33,815,522

うち75歳以上（人） 353,293 356,122 360,494 15,494,367 15,856,142 16,366,306

123,464 126,893 127,972 5,691,190 5,917,554 6,068,408

うち75歳以上（人） 111,476 114,395 115,468 4,968,843 5,165,041 5,312,499

18.7% 18.7% 18.5% 17.8% 17.9% 17.9%

うち75歳以上 31.6% 32.1% 32.0% 32.1% 32.6% 32.5%

介護給付費（利用者負担を除いた額）※1 204,840,714 212,086,837 214,688,743 8,512,052,490 8,900,513,084 9,097,578,268

310 313 311 266 270 269

＊出典10

第１号被保険者一人あたり給付費

（介護給付・予防給付）　※2

新潟県 全国

第1号被保険者数（人）

要介護・要支援認定者数（人）

（第1号被保険者）

認定率

 

※1： 高額介護(介護予防)サービス費（以下、「高額介護サービス費」という）、高額医療合算介護(介護予防)サービス費

（以下、「高額医療合算介護サービス費」という）、特定入所者介護サービス費を含む。 

※2： 各年度の給付費累計（高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費を含む。）

を各年度末の第１号被保険者数で除している。 

 

【新潟県における介護が必要となった主な要因】 

新潟県における介護が必要となった主な原因では、75～84 歳にて「脳血管疾患（脳卒

中）」が第１位となっています。85～89 歳の第 1 位は「認知症」、90 歳以上では「高齢によ

る衰弱」が約 3割を占めています。 

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

脳血管疾患

（脳卒中）
関節疾患 認知症 骨折・転倒 その他

24.7% 12.5% 12.3% 10.9% 10.8%

脳血管疾患

（脳卒中）
認知症 関節疾患 骨折・転倒 高齢による衰弱

17.1% 15.6% 14.0% 11.0% 10.0%

認知症 高齢による衰弱 骨折・転倒
脳血管疾患

（脳卒中）
関節疾患

22.2% 15.9% 14.1% 11.9% 10.1%

高齢による衰弱 認知症 骨折・転倒
脳血管疾患

（脳卒中）
関節疾患

32.4% 19.9% 15.3% 9.3% 7.3%

＊出典11

７５～７９歳

８０～８４歳

８５～８９歳

９０歳以上
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(4) 死因の状況 

 

【平成 27年度 主たる死因と順位】 

新潟県における主たる死因については、第 1 位の「悪性新生物」、第 2 位の「心疾患」

まで全国と同じ傾向となっていますが、第 3 位に「脳血管疾患」となっており、全国と比較

しても割合が高いことが分かります。 

死因 割合※1 死因 割合※1

第1位 悪性新生物 27.5% 悪性新生物 28.7%

第2位 心疾患 （高血圧性を除く） 14.2% 心疾患 （高血圧性を除く） 15.2%

第3位 脳血管疾患 11.0% 肺　　　炎 9.4%

第4位 老　　　衰 8.6% 脳血管疾患 8.7%

第5位 肺　　　炎 8.3% 老　　　衰 6.6%

第6位 その他 30.4% その他 31.5%

※1：　割合（％）はそれぞれの都道府県別死亡数を100 としたものである。 ＊出典12

新潟県 全国

 

 

              （新潟県）                            （全国） 

悪性新生物, 

27.5%

心疾患, 

14.2%

脳血管疾患, 

11.0%

老衰, 

8.6%

肺炎, 

8.3%

その他, 

30.4%

悪性新生物, 

28.7%

心疾患, 

15.2%

肺炎, 

9.4%

脳血管疾患, 

8.7%

老衰, 

6.6%

その他, 

31.5%
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2. 前期計画等に係る考察 

(1) 目標達成に向けた取り組み 

目標達成に向けた取り組み 実施状況 成功・推進要因 課題・阻害要因

①被保険者の健康増進を目的とした
効果的な広報の実施

・後期高齢者医療制度広報のためのガイドブック、しおりに「お
医者さんの上手なかかり方」「健康診査」のページを設け、全
被保険者に周知・啓発を実施
・医療費通知等、他事業実施時に、封筒等に啓発文を掲載

・他目的の広報資料に掲載
することで、効率よく広報を実
施することができた

・啓発方法の工夫
・より多くの被保険者に関心
をもってもらうための内容の
検討

②保健事業の実施体制の検討（健康
診査、歯科健康診査、健康相談・指
導事業、薬剤併用禁忌防止事業）

○健康診査／歯科健康診査
・各市町村において、それぞれの地域事情に合わせ、実施計
画を検討し、被保険者が受診しやすい体制作りを行っている。
取組事例については、広域連合が毎年度策定する健康診査
推進計画及び歯科健康診査推進計画にて横展開を図ってい
る。

○健康相談・指導事業／薬剤併用禁忌防止事業
・事業内容に応じ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士
会、看護協会などの団体との連携を図り、事業の企画・運営、
評価についての助言や指導を得ている。

・各事業に応じて、必要な機
関と情報共有・連携すること
で事業を効率的に実施するこ
とができた

・各関係機関との情報共有・
連携方法のマニュアル化の
検討

③KDBシステム等を活用した医療や
介護、健康診査などにかかる継続し
たデータ分析

○KDBシステム
・各市町村と国保連合会と三者契約を締結し、広域連合のレ
セプト・健診データを市町村国保データ、市町村介護データと
突合した分析結果を市町村と共有している。

○後期高齢者医療　疾病分類統計
・広域連合のレセプトデータを疾病分類別に分析し、市町村ご
とのデータや全県データを市町村に提供している。

○新潟県後期高齢者医療制度の医療費適正化に向けた分
析
・平成28年度から、新潟県後期高齢者の医療費の分析し、結
果を市町村に提供している。

・KDBデータの有用性を各市
町村に説明することで、県内
全市町村と契約を締結し、
データを共有することができ
た
・後期高齢者医療制度設立
当初からの同様の集計・分
析方法により、全県・各市町
村の推移を見ることができる

・KDBシステムの仕様によ
り、政令市の介護保険データ
が突合されない。中央会に仕
様変更について引き続き要
望していく
・各種データの市町村の活用
方法の調査と横展開

④必要な医療と必要な場所を提供す
るための環境づくり

・保険者として、後期高齢者の医療として必要な場所（医療機
関等）の構想を行う新潟県地域医療構想の委員として参画し
た。

・後期高齢者の被保険者数
や医療費の将来推計を踏ま
えた内容を新潟県地域医療
構想に反映させることができ
た。

・新潟県地域医療構想は10
年計画であることから、引き
続き構想の進捗や分析等を
行っていく必要がある。

①KDBシステム等による、市町村ごと
の分析結果や健康課題等の情報提
供

②地域課題や保健事業等の意見交
換の場（保健事業担当者連絡会議）
の設置

○目的
新潟県後期高齢者の特徴を広域連合と市町村で共有するとと
もに、市中損が住民に対して行っている保健事業等を後期高
齢者への保健事業へ展開することの可能性を探り、後期高齢
者への効果的・効率的な保健事業を市町村との連携の上で
進める。

○参加者
・市町村（後期高齢者医療担当、保健事業担当（国保・後
期）、介護予防担当）
・新潟県国保福祉指導課
・国保連合会

○内容
・広域連合からの説明
・グループワーク

・（１）広域連合主体の取り組
み　③KDBシステム等を活用
した医療や介護、健康診査な
どにかかる継続したデータ分
析で行った内容を会議で説
明することで、地域課題を共
有することができた
・グループワークを行うこと
で、市町村の取組や好事例
を横展開することができた

・対象者の範囲が広いため、
同じ課題を共有することが難
しい
・内容や対象範囲をしぼった
会議の開催や、地域別の会
議の開催等、参加者が増え
る仕組みの検討

③市町村が実施する高齢者の健康
づくりや相談事業、地域包括ケア事
業等の推進に向けた支援

・後期高齢者医療制度特別対策補助金交付要綱に基づき、
市町村が実施する下記の事業に補助金を交付している。
　＊「長寿・健康増進事業」にて記載
・市町村の地域包括ケアの取組推進のため、地域の健康課
題分析に必要な後期高齢者医療レセプト・健康診査データ等
の提供を行っている。
・在宅要介護者 歯科保健事業を、実施地域の地域包括ケア
体制の1つとして位置づけられるよう、地域包括ケア連携会議
にて事業周知を行っている。

・市町村の要望を個別に聞き
取り、対応することができて
いる。

・今は、要望のあった市町村
にのみ支援を行っている。
・各市町村の地域包括ケア
の取組を調査し、個別の支援
方法を検討する必要がある

（1）広域連合主体の取り組み

・（１）広域連合主体の取り組み　③KDBシステム等を活用した医療や介護、健康診査などにかかる継続したデータ分析の
内容と同じ

（２）市町村との連携による取り組み
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目標達成に向けた取り組み 実施状況 成功・推進要因 課題・阻害要因

①保健事業等にかかる情報や課
題の共有化

・後期高齢者の特性を国保事業からのつながりの結果と
して捉えてもらえるよう、各市町村の国保における疾病特
性と後期高齢者における疾病特性を比較して考えること
ができる資料を市町村に提供している。

・国保のデータは市町村の
ものであり、統計資料で
あっても、広域連合で許可
なく見ることはできない。広
域連合で後期分を先に作
成し、国保連合会で国保分
を作ってもらうことで、保険
者の別、という壁を超えて、
市町村に特性を見てもらう
ことができた。

・全県の特性を提示して、
各市町村の特性は、市町
村で考えてもらえるようにし
たが、その結果のフィード
バック方法や今後の生かし
方を検討する必要がある。

②国保連合会が実施する「国保・
後期高齢者医療ヘルスサポート事
業」の活用

・国保・後期高齢者医療ヘルスサポート事業として行われ
ている研修会及び支援・評価委員会を活用し、広域連合
のデータヘルス計画に関する取組を進めている。

・支援・評価委員会の先生
方により、客観的な意見を
もらうことで事業を再検討
する機会となり、自分たち
の意識改革となった。
・いただいた助言により、
データヘルス計画を再構築
することができた。

－

③新潟県保険者協議会を活用し
た、各保険者との連携による効果
的な保健事業の実施

・新潟県保険者協議会で開催した研修会にて、市町村で
行っている特定健診・特定保健指導の運用見直しについ
て学び、30年度からの後期高齢者健康診査委託の健診
項目や体制づくりの検討材料とした。

・最新の情報や、市町村の
動向を事前に入手すること
ができた。

・国保と後期の保健事業が
異なるため、保険者協議会
での事業の意図と広域連
合での意図が異なる場合
がある。

④被用者保険の保険者等との連
携による取り組み

・医療懇談会や新潟県ジェネリック医薬品安心促進協議
会等により、被用者保険の保険者の取組の情報収集及び
広域連合の取組の情報提供を行っている。

・顔の見える関係を作るこ
とができた。

・被用者保険の保険者等と
連携することで、後期高齢
者の健康に結びつくことは
何かを検討する必要があ
る。

（３）その他関係機関との連携による取り組み
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(2) 保健事業の実績 

① 健康診査事業 

目  標：疾病の早期発見 

適切な医療の確保 

対 象 者：健康診査対象者は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律

第 80 号）（以下「法」という。）第 50 条に定める被保険者とする。なお、年

度中に 75歳に達する者は、75歳の誕生日から健康診査対象者となる。 

※ただし、一部除外者あり 

実施方法：① 市町村と健康診査に係る委託契約を締結。 

② 市町村で健康診査の案内・受診券等の作成・送付。 

③ 市町村の特定健診に準じ検査を実施。 

④ 市町村から受診者に健診結果の通知及び保健指導。 

 

【健康診査受診率】 

26年度 27年度 28年度

354,835 357,341 361,434

22,596 35,844 22,512

74,183 76,868 80,705

22.3% 23.9% 23.8%

＊出典13

項目

被保険者数　A

健診除外者数　B

健診受診者数　C

受診率（C/（A-B))
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【健康診査受診率の推移（市町村別）】 

                            ＊出典 13,14 

  

26年度 27年度 28年度

28.9% 29.7% 30.0%

27.5% 30.1% 31.3%

12.3% 13.1% 14.8%

7.5% 8.6% 8.5%

20.5% 22.2% 22.8%

16.1% 18.0% 18.9%

24.0% 24.9% 23.4%

17.6% 18.1% 22.4%

22.8% 24.3% 25.1%

12.8% 13.8% 14.5%

22.0% 22.8% 25.2%

10.1% 11.9% 14.6%

17.8% 18.4% 19.9%

21.7% 22.7% 17.5%

16.2% 19.9% 18.2%

10.4% 10.8% 11.9%

20.6% 20.6% 21.0%

13.3% 14.2% 24.1%

79.5% 82.8% 23.1%

12.3% 14.2% 15.5%

40.5% 41.4% 29.2%

33.1% 32.0% 26.0%

15.6% 16.1% 16.8%

40.0% 38.5% 22.3%

39.0% 46.5% 29.8%

60.3% 60.4% 35.6%

24.6% 28.2% 28.1%

47.9% 46.7% 35.3%

10.2% 14.7% 12.3%

93.5% 90.2% 89.4%

新潟県広域全体 22.3% 23.9% 23.8%

全国平均　＊14 25.6％(見込み) 26.0%(予算)

聖籠町

弥彦村

新潟市

長岡市

三条市

柏崎市

新発田市

小千谷市

加茂市

十日町市

見附市

村上市

燕市

刈羽村

関川村

粟島浦村

妙高市

五泉市

上越市

阿賀野市

佐渡市

南魚沼市

田上町

阿賀町

出雲崎町

湯沢町

津南町

魚沼市

胎内市

糸魚川市

市町村名
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② 歯科健康診査事業 

目  標：疾病の早期発見 

適切な医療の確保 

対 象 者：① 実施年度の前年度中に 75歳に達した被保険者 

② 実施年度中に 80歳に達した被保険者 

※ただし、一部除外者あり 

実施方法：① 市町村と歯科健康診査に係る委託契約を締結。 

     ② 市町村で健康診査の案内・受診券等の作成・送付。 

     ③ 市町村の成人歯科健診に準じ検査を実施。 

     ④ 市町村から受診者に歯科健診結果の通知及び保健指導。 

 

【実施市町村数】 

実施市町村数

※平成26年度はモデル事業

平成27年度 平成28年度

8 11

平成26年度

2

 

 

【歯科健康診査の実施状況】 

対象者数 受診者数 受診率

要治療者で

医療に結び

ついた割合

対象者数 受診者数 受診率

要治療者で

医療に結び

ついた割合

長岡市 5,813 人 829 人 14.3% 97.1% 5,841 人 907 人 15.5% 95.8%

三条市 2,322 人 204 人 8.8% 97.6% 2,292 人 231 人 10.1% 96.1%

柏崎市 1,935 人 37 人 1.9% 96.2% 1,882 人 57 人 3.0% 91.1%

新発田市 2,201 人 485 人 22.0% 96.2% 2,171 人 406 人 18.7% 96.6%

見附市 995 人 85 人 8.5% 92.8% 917 人 60 人 6.5% 93.5%

燕市 1,765 人 314 人 17.8% 92.2%

糸魚川市 1,275 人 215 人 16.9% 96.4% 1,199 人 141 人 11.6% 96.5%

上越市 4,166 人 267 人 6.4% 85.4%

南魚沼市 1,205 人 165 人 13.7% 90.7%

阿賀町 466 人 36 人 7.7% 92.3% 612 人 22 人 3.6% 82.4%

湯沢町 205 人 ７人 3.4% 66.7%

刈羽村 108 人 ９人 8.3% 42.9%

 合 計 15,212 人 1,898 人 12.5% 96.4% 22,158 人 2,577 人 11.6% 93.6%

＊出典15

（未実施）

（未実施）

（未実施）

市町村名

平成27年度 平成28年度

（未実施）

（未実施）

 

  



 

20 
 

③ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

目  標：人工透析導入者の増加抑制 

対 象 者：実施市町村により把握 

実施方法：① 各市町村の取組状況の調査 

② 事業実施市町村への支援・補助金の交付 

 

【各市町村の取組状況】 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

（未把握） 15 市町村 16 市町村

（未把握） 8 市町村 9 市町村
CKD進展予防のための判定基準及び

フローチャートに基づいた保健指導等

健診結果等を活用した

糖尿病性腎症重症化予防

 

 

  【新規透析患者数の割合】 

平成26年度 平成27年度

1,908 2,027

― 460

355,868 359,960

0.54 0.56

― 0.13新規人工透析患者数割合（％）

新規透析患者数（人）

人工透析患者数（人）

被保険者（人）

人工透析患者数割合（％）
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④ 健康相談・指導事業 

《在宅要介護者 訪問歯科健康診査事業》 

目  標：心身機能の低下予防 

生活習慣病の発症・重症化予防 

対 象 者：通院による歯科保健サービスを受けることが困難な、新潟市に住所を有

する要介護 3、4、5の認定を受けた者 

実施方法：対象者の居宅を歯科医師及び歯科衛生士等が訪問し、歯科検診、口

腔ケア指導、健康教育、その他必要な相談及び援助を行う（民間業者

へ業務委託） 

 

《在宅訪問栄養食事相談業》 

目  標：心身機能の低下予防、生活習慣病の発症・重症化予防 

対 象 者：BMIが 21.5未満かつ半年以内に体重が 2kg以上減少している者 

        ※医療保険もしくは介護保険にて同様の栄養相談を受けている者を除く 

実施方法：対象者の居宅を、管理栄養士が 6 ヶ月間に 3回訪問し栄養相談を行う

（新潟県栄養士会へ業務委託） 

 

この事業は平成 29年度より実施しているため、次年度以降に評価を行います。 
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⑤ 長寿・健康増進事業 

被保険者の健康増進に資する事業の推進に向けて、市町村が行う健康づくり事業

等に対する補助を実施しています。 

 

➢ 主な補助事業 

・健康教育、健康相談等 

・運動、健康施設等の利用助成 

・社会参加活動等の運営費の助成 

・人間ドック等の費用助成 

・肺炎球菌ワクチン接種助成 

・その他、健康増進に必要と認められる事業 

 

【補助実績】 

平成26年度 平成27年度 平成28年度

28 28 集計中

54 42

26,413,000 28,765,000

項目

補助市町村数

補助事業数

補助額合計（円）
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⑥ 重複・頻回受診者、重複投薬者対策事業 

平成 28 年 11 月から平成 29 年 2 月にかけて重複・頻回受診者に対して訪問による

保健指導を実施しました。 

 

目  標：被保険者の行動変容 

医療費の削減 

対 象 者：≪重複受診≫3 ヶ月連続して同一月中に同系の疾病で 2 医療機関以上

受診（透析中・治療行為を行っていないレセプトは対象外） 

≪頻回受診≫3ヶ月連続して同一月中に同一医療機関を 12回以上受診

している（透析患者対象外） 

実施方法：対象者の居宅を、保健師・看護師等が 1 回訪問し健康相談を行う（民間

業者へ業務委託） 

 

【重複受診対象者】 

平成28年11月 平成28年12月 平成29年1月 平成29年2月 合計

保健指導実施 34 27 9 10 80

保健指導未実施 ー ー ー ー 489

重複受診者

 
＊重複受診の定義：3ヶ月連続して同一月中に同系の疾病で 2医療機関以上受診（透析中・治療行為を行っていないレセプ

トは対象外） 

＊重複受診対象者であり、頻回受診対象者も含む 

 

【頻回受診対象者】 

平成28年11月 平成28年12月 平成29年1月 平成29年2月 合計

保健指導実施 55 45 12 19 131

保健指導未実施 ー ー ー ー 1,180

頻回受診者

 

＊頻回受診の定義：3 ヶ月連続して同一月中に同一医療機関を 12回以上受診している（透析患者対象外） 

＊頻回受診対象者であり、重複受診対象者も含む 
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⑦ ジェネリック医薬品普及・啓発事業 

処方された医薬品をジェネリック医薬品に変更した場合、自己負担金額が 100 円以

上軽減される可能性のある被保険者に対して、各年度 1回（11月）に通知書を送付しま

した。 

 

目  標：被保険者の自己負担額及び医療費の削減 

対 象 者：ある月において処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合、自己負担額が 100円以上軽減される可能性のある被保険者 

実施方法：診療報酬明細書情報を基に先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替え

た場合の金額等を記載した通知書を被保険者に発送する 

 

【対象者数】 

通知書送付月 平成26年11月 平成27年11月 平成28年9月 平成29年3月

対象者数（人） 112,288 102,046 83,661 77,075
 

 

【ジェネリック医薬品普及率（数量ベース）】 
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⑧ 薬剤併用禁忌防止事業 

併用禁忌薬剤による健康被害の防止を目的として、医療機関等に新潟県の併用禁

忌薬剤の使用状況等の情報提供を平成 29年度に行う予定で医療機関と協議を進めて

います。 
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第３章 健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

1. 健康・医療情報の分析 

 

【高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインから見た後期高齢者の特性】 

「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン（暫定版）」より、後期高齢者の特性に

応じた保健事業として、フレイルに着目した対策に重点をおくとともに、あわせて生活習慣

病の重症化予防等にも取り組むことが重要であるとされています。 

概念図を見ると、生活習慣病等の疾患と加齢に伴う老年症候群が相互に影響し、生活

習慣病が重症化したり、虚弱な状態であるフレイルが進行したりします。フレイルでは体重

や筋肉量の減少を主因とした低栄養に着目する必要があります。また要支援・要介護の

危険が高い状態にあるため、介護予防も踏まえた対策が必要になってきます。 

さらに、後期高齢者では複数の慢性疾患を有する多病と呼ばれる人が多いと言われて

います。多病の状態にあると医療機関の受診頻度が多くなったり、処方される医薬品の種

類が多くなったりすることで、薬剤有害反応リスクが高まり、医療費の増加等にも関連して

きます。このため、特に慢性疾病管理、服薬管理等が重要となります。 

これらの後期高齢者の特性を念頭に置き、健康診断の結果と医療情報（レセプト）を分

析し、課題抽出を行います。 

（概念図） 

 

※高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン（暫定版）より抜粋し改変 

健康

虚弱
（フレイル）

身体機能障害

予
備
能
力

加齢

●高血圧 ●心疾患 ●脳血管疾患
●糖尿病 ●慢性腎疾患（CKD）
●呼吸器疾患●悪性腫瘍
●骨粗鬆症 ●変形性膝関節症等、
生活習慣や加齢に伴う疾患

●認知機能障害 ●めまい ●摂食・嚥下障害
●視力障害 ●うつ ●貧血
●難聴 ●せん妄 ●易感染性
●体重減少 ●サルコペニア（筋量低下）

慢性疾患を併存 老年症候群
And/or

相互に影響※

死亡

高齢者に特有の健康障害

「フレイル」については、学術的な定義がまだ確定していない。そのためガイドラインでは「加齢とともに、
心身の活力（例えば運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存の影響もあり、生活機能が障
害され心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能
な状態像」と定義されている。

要支援・要介護の
危険が高い状態

要支援・要介護状態
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（1） 生活習慣病の重症化 

 

【健康度リスク分布フローチャート】 

下記の健康度リスクフローチャートは、平成 28 年度の生活習慣病に関する医療レセプ

ト有無、健診受診の有無との関係性から、健康状態が未把握をはじめとして、正常な人か

ら生活習慣病で治療（通院）している人、合併症など重症化している人を区分し、健康度リ

スク分布を見える化したものです。 

平成28年度加入者（年度末在籍者）

※人数下の％は加入者における割合

※生活習慣病のレセプト判定

（レセプトあり：下記傷病又は診療行為が期間中に確認できる場合）

155,715人 15,173人

32.6%

1,590人

0.4%

79,228人

(21.4%)

血糖：110㎎/dl以上

又はHbA1c5.6%以上

血圧：130又は85㎜

Hg以上

脂質：中性脂肪150

㎎/dl以上又は

LDL120以上又は

HDL40未満

血糖：126㎎/dl以上

又はHbA1c6.5%未満

血圧：140又は90㎜

Hg未満

脂質：中性脂肪300

㎎/dl以上又は

LDL140以上又は

HDL35未満

血糖：140㎎/dl以上

又はHbA1c7.0%以上

血圧：160又は100㎜

Hg以上

脂質：中性脂肪400

㎎/dl以上又は

LDL160以上又は

HDL30未満

治療放置群

42.0% 4.1%

重症群

2型糖尿病・高血

圧症・脂質異常

症のいずれかが

あり、合併症は

ない状態

生活習慣病があ

り、糖尿病性合

併症・脳血管疾

患・動脈疾患・

虚血性心疾患が

ある状態

入院を伴う四肢

切断急性期・冠

動脈疾患急性

期・脳卒中急性

期、および透析

期の状態

120,746人

生活習慣病の

レセプトなし

生活習慣病の

レセプトあり

291,634人

(78.6%)

370,862人

（75歳以上）

正常 生活習慣病 合併症

健診なし 健診あり

64,039人

(17.3%)

15,189人

(4.1%)

64,945人

17.5%

未把握

健診

レセプト

なし

64,039人

17.3%

健診受診者

血糖：110㎎/dl未満

又はHbA1c5.6%未満

血圧：130/85㎜Hg

未満

脂質：中性脂肪150

㎎/dl未満又は

LDL120未満又は

HDL40以上

1,706人

0.5%

患者予備群不健康な生活

7,449人

2.0%

4,444人

1.2%
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【健康度リスク分布の経年比較（平成 27年度と平成 28年度）】 

平成 28年度の健康度リスク分布より、既に生活習慣病で治療歴のある「生活習慣病」、

「合併症群」、「重症群」に該当している人は全体の約 8 割が該当しています。中でも「合

併症群」の割合が 42.0％と高く、次に「生活習慣病」の割合が 32.6％となっています。また

「未把握」の人は 17.3％と生活習慣病のレセプト、健康診断の結果もないため、健康状態

が分からない人になります。 

経年で比較した場合では、「生活習慣病」の割合が平成 27 年度 31.7％に対し、平成

28 年度に 32.6％となっており、0.9％増えています。今後、生活習慣病が重症化し、合併

症群に進行することが懸念されます。 

 

 

＊加入者は各年度末在籍者 

 

 

【生活習慣病通院歴がある人の健診結果のうち受診勧奨レベル該当者数（平成 28年度）】 

生活習慣病のレセプトがある 291,634 人のうち健診を受診している人は、64,945 人とな

っています。血圧・脂質・血糖の健診結果よりコントロール状況を確認すると、受診勧奨レ

ベルに該当する人は 28,558 人で、そのうち 1 項目該当する人が 23,761 人と非常に多く

なっています。受診勧奨レベル該当者のうち約 7 割の人は血圧が該当項目となっていま

す。高血圧は重度化すると脳血管疾患に進行する恐れがあります。 

  

※受診勧奨レベル（血圧：収縮期 140 又は 90mmHg 以上、脂質：中性脂肪 300mg/dl 又は LDL140 以上、

HDL35未満、血糖：空腹時 126以上又は HbA1c6.5％以上） 

  

生活習慣病では未通院（未治療） 生活習慣病通院（治療）歴あり

未把握
（健診未受診）

正常
（健康群）

不健康
な生活

患者
予備群

治療
放置群

生活
習慣病

重症群合併症群

生活習慣病
健康度階層
（健康マップ）

64,039人 1,706人 7,449人 4,444人 1,590人 120,746人 155,715人 15,173人

17.3%

63,419人

17.4％

0.5％

1,899人

0.5％

2.0％

6,890人

1.9％

1.2％

4,262人

1.2％

0.4％

1,508人

0.4％

32.6％

115,564人

31.7％

42.0％

155,182人

42.6％

4.1％

15,746人

4.3％

該当者数（370,862人）

該当者割合（100％）

前年度該当者（364,470人）

前年度該当者割合（100％）

1項目該当 23,761人 血圧 19,674人

2項目該当 4,534人 脂質 10,599人

3項目該当 263人 血糖 3,345人

合計 28,558人

血圧

脂質

血糖のうち

約 7 割が該当 
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【治療放置群における主要健診項目別該当者数（平成 28年度）】 

健康度リスク分布より、治療放置群が 1,590人と全体の 0.4％の方が該当しています。 

その内訳を見てみると、脂質で該当している人が最も多く、次に血圧となっています。 

 

 

【治療放置群の年齢別該当率（平成 28年度）】 

性・年齢別で該当者の割合を見てみると、75-84歳が約 85％を占めています。今後、正

常～患者予備群に該当している人も治療放置群へ移行する可能性もありますので、早め

の対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当者数（重複あり）

血糖 血糖：140mg/dl以上又はHbA1c7.0%以上 105

血圧 血圧：収縮期160又は拡張期100mmHg以上 712

脂質 中性脂肪：400mg/dl以上又はLDL：160以上又はHDL：30未満 864

主要健診項目
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【健康課題 1：生活習慣病の重症化】 

○健康度リスク分布より、「合併症群」の割合が 42.0％と高く、次に「生活習慣病」の割

合が 32.6％となっています。 

○「生活習慣病」の割合が平成 27年度 31.7％に対し、平成 28年度に 32.6％となって

おり、0.9％増えています。今後、生活習慣病が重症化し、合併症群に進行すること

が懸念されます。 

○生活習慣病通院歴がある人のうち、健診受診者の結果を確認すると受診勧奨レベル

に該当する人は 28,558人で、約 7割の人が血圧で該当しています。 

○治療放置群の該当者を性・年齢別で割合を見てみると、75-84歳が約 85%を占めて

います。 
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（2） 糖尿病重症化 

 

【CKD（慢性腎臓病）ステージマップ（平成 28年度）】 

リスク指標の 1つに CKDステージマップがあります。CKD とは慢性腎臓病のことを言い

ます。CKD の原因にはさまざまなものがありますが、生活習慣病と関連があり、特に糖尿

病、高血圧症等に起因する、若しくは増悪原因となることが知られています。 

腎臓の働き（腎機能）の目安は年齢とクレアチニンから計算される eGFR（推算糸球体濾

過量）と尿たんぱくで区分されます。腎機能の区分を正常（緑）、リスク低（黄）、リスク中

（橙）、リスク高（赤）で表しています。下記の CKD リスク階層で赤色に該当している人は、

腎機能が大変低い状態となっています。 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

G1
(90以上)

4,226 5.33% 193 0.24% 31 0.04%

G2
(60以上　90未満)

44,630 56.26% 1,934 2.44% 522 0.66%

G3a
(45以上　60未満)

19,671 24.80% 1,329 1.68% 489 0.62%

G3b
(30以上　45未満)

4,427 5.58% 600 0.76% 361 0.46%

G4
(15以上　30未満)

518 0.65% 147 0.19% 169 0.21%

G5
(15未満)

16 0.02% 18 0.02% 48 0.06%

正常 リスク低 リスク中 リスク高

e
G
F
R
に
よ
る
腎
機
能
区
分

正常
(-),(±)

尿蛋白 +
(+1)

尿蛋白 ++
(+2,+3)

A1 A2 A3
尿蛋白検査
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【リスク高の生活習慣病受療状況（平成 28年度）】 

リスク高は治療が必要なレベルであり、レセプトデータで腎疾患または生活習慣病での

医療機関受診状況を確認すると 2,366人中約 5％の人が未受診でした。 

正常

61.6%

リスク低

27.5%

リスク中

8.0%

リスク高

3.0%

未受診

5%

受療中

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【健康課題 2：糖尿病重症化】 

○CKD ステージマップでリスク高に該当する人は治療が必要なレベルであり、レセプト

データで腎疾患または生活習慣病での医療機関受診状況を確認すると 2,366人中

約 5％の人が未受診でした。 

○CKD ステージマップは健診を受診された人のみで作成されるため、健診未受診の中

にリスク高に該当する人が潜んでいる可能性があります。 
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（3） 虚弱（フレイル） 

 

後期高齢者は、前期高齢者に比べ、加齢に伴う衰弱な状態であるフレイルが顕著に進行

します。平成 28 年度の健診結果から性年齢別の BMI の状態や、中性脂肪の状態を見るこ

とで、体重や筋肉量の減少を主因とした低栄養状態の参考として確認します。 

 

【低栄養状態の把握】 

高齢になるにつれて、BMI20 未満の割合は高くなっています。また、中性脂肪 150 以

上の割合は低くなっています。これは、高齢になるにつれて、低栄養状態の方の割合が

高くなる可能性があることを示しています。 

 

(a)BMI20未満                         (b)中性脂肪 150以上 
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【低栄養状態の把握】 

BMI を構成している体重が減少し BMI20 未満の割合が高くなると、中性脂肪 150 以上

の割合が低くなることが分かります。この傾向は特に男性に顕著に表れています。 

低栄養状態になる前の段階から介入することが望ましく、70 歳代など後期高齢者の早

期からの介入の必要があります。 

 

(c)  BMI と中性脂肪の割合の相関 
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【健康課題 3：虚弱（フレイル）】 

○高齢になるにつれて、BMI20未満の割合は高くなっています。また、中性脂肪 150以

上の割合は低くなっています。これは、高齢になるにつれて、低栄養状態の方の割合

が高くなる可能性があることを示しています 

○BMIを構成している体重が減少し BMI20未満の割合が高くなると、中性脂肪 150以

上の割合が低くなることが分かります。この傾向は特に男性に顕著に表れています。 
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（4） 介護 

 

【認知症の性年齢別受療状況】 

介護が必要となった主な要因になっている認知症、骨折・転倒（運動器障害）について

の実態を見ると、高齢になるにつれて認知症の受療率は高くなっており、特に 80～94 歳

での患者数が多くなっています。 

 

 

 

 

【質問票（歩行または身体活動を 1日 1時間以上実施なし）】 

「歩行または身体活動を 1 日 1 時間以上実施していますか」の質問に対し、「いいえ」と回

答した割合を見ると、高齢になるにつれて、身体活動が減少している事が分かります。 
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【運動器障害に関する性年齢別受療状況】 

身体活動量の減少に影響するものとして、運動器障害（ロコモティブシンドローム）の受

療状況を性年齢別に見ると、腰痛や膝関節痛の受療率が 80 歳代で特に高くなっていま

す。 

 

(a)背部痛（腰痛）                         (b)膝関節 

 

 

(c)骨折 
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【健康課題 4：介護】 

○高齢になるにつれて認知症の受療率は高くなっており、特に 80～94歳での患者数

が多くなっています。 

○「歩行または身体活動を 1日 1時間以上実施していますか」の質問に対し、「いいえ」

と回答した割合を見ると、高齢になるにつれて、身体活動が減少している事が分かり

ます。 

○運動器障害（ロコモティブシンドローム）の受療状況を性年齢別に見ると、腰痛や膝関

節痛の受療率が 80歳代で特に高くなっています。 
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（5） 重複受診 

 

【重複受診者人数】 

同月中に同系の疾病を理由に、3 医療機関以上で受診している人を対象として、平成

28 年 4 月～平成 29 年 3 月までの受診者状況を確認しました。12 ヵ月間の延べ人数は

14,682 人、実人数は 7,420 人が該当しています。また期間中に 3 ヵ月間連続で同月中に

3医療機関以上で受診した実人数は 581人となっています。 

H28.4 H28.5 H28.6 H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3

重複受診者数（人） 1,248 1,218 1,292 1,249 1,221 1,236 1,305 1,269 1,271 1,011 1,021 1,341

12ヵ月間の延べ人数

12ヵ月間の実人数

3ヵ月連続重複受診者数

14,682

7,420

581  

 

 

 

【3 ヵ月連続重複受診者の疾病状況（平成 28年度）】 

3 ヵ月連続で重複受診している人が、どのような疾病で医療機関を受診しているかを分

析しました。疾病の多い上位を確認したところ、高血圧症が 89.2％と高くなっています。他

にも睡眠障害や糖尿病、脂質異常症が多くなっています。 
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【3 ヵ月連続重複受診者の月あたり薬剤数の分布（平成 28年度）】 

重複受診者の疾病状況を見ても慢性疾患が上位を占めており、多病と呼ばれる人が多

いと推察されます。医療機関の受診頻度が多くなると、処方される医薬品の種類も増え薬

剤有害反応リスクが高まり、医療費の増加等にも関連してきます。 

3 ヵ月連続で重複受診されている人の月あたりの薬剤数（種類）を確認すると、10 剤～

15剤未満の服薬者が多い事が分かりました。 
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【健康課題 5：重複受診】 

○3 ヵ月間連続で同月中に 3医療機関以上で受診した実人数は 581人となっていま

す。 

○3 ヵ月連続で重複受診している人の受診状況では、高血圧症が 89.2％と高くなって

います。他にも睡眠障害や糖尿病、脂質異常症が多くなっています。 

○3 ヵ月連続で重複受診されている人の月あたりの薬剤数（種類）を確認すると、10剤

～15剤未満の服薬者が多い事が分かりました。 
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（6） 頻回受診 

 

【頻回受診者人数】 

同一月中に同一医療機関を 12 回以上受診している人を対象に、平成 28 年 4 月～平

成 29年 3月までの受診者状況を確認しました。12 ヵ月間の延べ人数は 51,428人、実人

数は 11,007 人が該当しています。また期間中に 3 ヵ月連続で、同一医療機関を 12 回以

上受診した実人数は 4,900名となっています。 

H28.4 H28.5 H28.6 H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3

頻回受診者数（人） 4,531 4,253 4,882 4,634 4,325 4,454 4,542 4,194 4,028 3,382 3,751 4,452

12ヵ月間の延べ人数

12ヵ月間の実人数

3ヵ月連続重複受診者数

51,428

11,007

4,900  
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【3 ヵ月連続頻回受診者の疾病状況（平成 28年度）】 

3 ヵ月連続で頻回受診している人が、どのような疾病で医療機関を受診しているかを分

析しました。 

高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病が上位となっていますが、特に注

目するところは、背部痛（腰痛）や脊椎症、膝関節症（膝痛）といった整形外科疾患が多い

部分です。整形外科疾患は、頻回受診が発生するケースが多いため、体操教室や訪問

指導などの保健事業を行う際に優先的に対象者として呼び掛けを行う等の対策を講じる

必要があります。 
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【健康課題 6：頻回受診】 

○期間中に 3 ヵ月連続で、同一医療機関を 12回以上受診した実人数は 4,900名とな

っています。 

○高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病が上位となっていますが、特に

注目するところは、背部痛（腰痛）や脊椎症、膝関節症（膝痛）といった整形外科疾患

が多い部分です。 
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（7） ジェネリック医薬品の利用 

 

【ジェネリック医薬品数量比率の推移】 

直近の平成 29 年 3 月診療分の時点では、数量比率が 65.1％となっており、厚生労働

省が目標として掲げる平成 29年度央に数量比率 70％には到達していません。 

しかしながら、平成 28年 4月診療分の数量比率 59.8%から年間で約 5％程度上昇して

おり、今後も上昇率が変わらず進めば、平成 29 年度末に数量比率が 70%に達する事が

見込めます。 

薬剤費を見ても先発医薬品（ジェネリック医薬品が存在しないものは除く）が平成 28 年

4月診療分の時点で月額 15億 79百万円であったものが、平成 29年 3月診療分の時点

で 14億 7百万円となっており、1年間で約 1億 7千万円減少しています。 

ジェネリック医薬品の薬剤費は平成 29 年 3 月診療分の時点で月額約 8 億 45 百万円

となっており、月によって変動はあるものの、年間を通じて大きく変わらない事が分かりま

す。 

先発医薬品（ジェネリック医薬品が存在しないものは除く）とジェネリック医薬品の薬剤

費を合計した薬剤費は減少傾向を示しており、ジェネリック医薬品の利用が進む事で、薬

剤費が抑制される事が示唆されます。 
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【性年齢別のジェネリック数量比率】 

平成 29 年 3 月時点のジェネリック数量比率を性年齢別に見たところ、比較的高齢層に

おいて高い割合となっています。全体平均では、数量比率が 65.1％となっており、75～94

歳のジェネリック切替対象者において利用を促進するような底上げ対策を行う必要があり

ます。 
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全体平均 65.1％ 

【健康課題 7：ジェネリック促進】 

○直近の平成 29年 3月診療分の時点では、数量比率が 65.1％となっており、厚生労

働省が目標として掲げる平成 29年度央に数量比率 70％には到達していません。 

○平成 29年 3月時点のジェネリック数量比率を性年齢別に見たところ、比較的高齢層

において高い割合となっています。 
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2. 健康課題に基づく目的と目標の設定 

 

データ分析により抽出した健康課題に基づき、課題解決に向けた目的と目標、目標を達

成するための個別保健事業を以下の通り設定します。 

 

課題 目的 目標 個別保健事業

① 健康診査事業

健康状態不明者割合の減少
　短　期：前年度－0.5％
　中長期：3％

② 健康状態不明者への健康診査受診勧奨事業

治療放置群の該当者数の減少
　短　期：前年度－50人
　中長期：1,400人

③ 治療放置群の該当者への医療機関受診勧奨事業

④ 歯科健康診査事業

歯科健康診査受診率の向上
　短　期：前年度＋2％
　中長期：25％

⑤ 歯科健康診査受診率向上事業

歯科健康診査実施市町村数の増加
　短　期：前年度＋3市町村
　中長期：30市町村

⑥ 歯科健康診査未実施市町村への勧奨事業

2
糖尿病性腎症の重症化予
防

患者千人当たり人工透析患者数の減少
　短　期：前年度－0.3
　中長期：6.0

⑦ 糖尿病性腎症重症化予防パンフレット送付事業

3
低栄養、心身機能低下等
による重症化予防

栄養失調・欠乏症患者数の減少
　短　期：ー
　中長期：○人

⑧ 低栄養者訪問相談事業

―
市町村の後期高齢者に対
する保健事業の支援

市町村の後期高齢者に対する保健事業数の増加
　短　期：ー
　中長期：ー

⑨ 長寿・健康増進事業

重複受診者数（12ヵ月間の実人数）の減少
　短　期：前年度－100人
　中長期：6,800人

頻回受診者数（12ヵ月間の実人数）の減少
　短　期：前年度－100人
　中長期：10,400人

⑪ ジェネリック医薬品差額通知送付事業

⑫ ジェネリック医薬品希望シール配布事業

重複投薬者数の減少
　短　期：ー
　中長期：ー

⑬ 重複投薬者訪問相談事業

併用禁忌薬剤使用者数の減少
　短　期：ー
　中長期：ー

⑭ 薬剤併用禁忌防止事業

⑩ 重複・頻回受診者訪問相談事業

生活習慣病の発症・重症
化予防

口腔機能の低下防止

薬剤による健康被害の防
止

ジェネリック医薬品普及率（数量ベース）の増加
　短　期：前年度＋5％
　中長期：80％

ジェネリック医薬品の普
及

医療機関への適正な受診

1

―

5

―

―
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第４章 目標達成へ向けた事業計画 

１ 目標達成に向けた取り組み 

 

【広域連合主体の取り組み】 

① 被保険者の健康増進を目的とした効果的な広報の実施 

② 保健事業の実施体制の検討 

③ 国保データベースシステム（KDB システム）を活用した医療や介護、健康診査など

に係る継続したデータ分析 

④ 必要な医療と必要な場所を提供するための環境づくり 

 

 

【市町村との連携による取り組み】 

① KDBシステム等による、市町村ごとの分析結果や健康課題等の情報提供 

② 市町村が実施する高齢者の健康づくりや相談事業、地域包括ケア事業等の推進に

向けた支援 

 

 

【その他関係機関との連携による取り組み】 

① 保健事業等にかかる情報や課題の共有化 

② 国保連合会が実施する「国保・後期高齢者医療ヘルスサポート事業」の活用 

③ 新潟県保険者協議会を活用した、各保険者との連携による効果的な保健事業の実 

④ 被用者保険の保険者等との連携による取り組み 

 

 

 

 

＜ＫＤＢシステムとは＞ 

国民健康保険中央会が、広域連合や国民健康保険、介護保険の各保険者の効率的かつ効果的な保健事

業の実施をサポートすることを目的に開発したシステムです。 

国保連合会が各保険者との業務委託により管理しているレセプトや健康診査等の情報を利活用することで、

各保険者向けに統計情報等を提供します。 

 

  



 

44 
 

２ 取り組む保健事業 

① 健康診査事業 

 

【目的】 

被保険者に血液検査や尿検査などの各検査を受診してもらうことにより、自身の健康

状態を把握し、健康増進に努めてもらう。 

また、検査により治療が必要な被保険者を発見し、医療機関を受診してもらうことで生

活習慣病の発症・重症化を予防する。 

 

【現状値】 

― 

 

【目標（アウトカム）】 

― 

 

【実施方法】 

① 市町村への健康診査の委託 

② 健康診査推進計画の策定（各年度当初） 

 

【対象者】 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）（以下「法」という。）第

50 条に定める被保険者。なお、年度中に 75 歳に達する者は、75 歳の誕生日から健康

診査対象者となる。 

※ただし、原則として次のいずれかに該当する人は除く 

① 刑事施設、労役場、その他これに準ずる施設に拘禁されている者 

② 病院又は診療所に 6 月以上継続して入院している者 

③ 法第 55 条第 1 項第 2 号から第 5 号までに規定する施設に入所又は入居している者

（障害者支援施設・養護老人ホーム・介護保険施設等） 

④ 当該年度に法 20 条に規定する特定健診及びこれに相当する健康診断を受診した者 
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② 健康状態不明者への健康診査受診勧奨事業 

 

【目的】 

医療機関も健康診査も受診していない健康状態不明者に対し、自身の健康状態を

把握することの重要性を知ってもらい、そのうえで健康診査の受診を勧めることにより、

健康状態不明者を減少させる。 

 

【目標（アウトカム）】 

 健康状態不明者割合の減少 

現状値：4.4％ 

短 期：前年度－0.5％ 

中長期：3％ 

 

【実施方法】 

① 医療機関も健康診査も受診していない健康状態不明者を把握する。 

② 健康状態不明者に対する健康状態を把握することの重要性を表したチラシを作

成する。 

③ 健康状態不明者に対する受診勧奨通知に作成したチラシを同封する。 

 

【対象者】 

医療機関と健康診査の両方を受診していない被保険者 
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③ 治療放置群の該当者への医療機関受診勧奨事業 

 

【目的】 

健康診査を受診して要治療となっているものの、医療機関の受診が無い治療放置群

に該当する被保険者に、医療機関の受診を勧めることにより、生活習慣病の発症・重症

化を予防する。 

 

【目標（アウトカム）】 

 治療放置群の該当者数の減少 

現状値：1,590人 

短 期：前年度－50人 

中長期：1,400人 

 

【実施方法】 

医療機関を受診することの重要性を表したパンフレットを送付する 

 

【対象者】 

健康診査により要治療と判定されてから○ヶ月以内に医療機関の受診が無い被保険

者 
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④ 歯科健康診査事業 

 

【目的】 

歯や歯肉の状態や口腔清掃状況等をチェックすることで、口腔機能低下や肺炎等の 

疾病を予防し、心身機能の低下を防止する。 

 

【目標（アウトカム）】 

― 

 

【実施方法】 

①市町村への歯科健康診査の委託 

②歯科健康診査推進計画の策定（各年度当初） 

 

【対象者】 

① 実施年度の前年度中に７５歳に達した被保険者 

② 実施年度中に８０歳に達した被保険者 
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⑤ 歯科健康診査受診率向上事業 

 

【目的】 

被保険者に歯や歯肉の状態や口腔清掃状況等をチェックすることの重要性を知って

もらうことにより、歯科健康診査の受診率を向上させる。 

 

【目標（アウトカム）】 

 歯科健康診査受診率の向上 

現状値：11.6％ 

短 期：前年度＋2％ 

中長期：20％ 

 

【実施方法】 

① 口腔機能低下防止の重要性を表したチラシを作成する。 

② 受診勧奨通知に作成したチラシを同封する。 

 

【対象者】 

歯科健康診査実施対象者 
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⑥ 歯科健康診査未実施市町村への勧奨事業 

 

【目的】 

市町村に歯科健康診査の意義と有用性を知ってもらうことにより、市町村で歯科健康

診査を実施してもらえるよう働きかける。 

 

【目標（アウトカム）】 

 歯科健康診査実施市町村数の増加 

現状値：11市町村 

短 期：前年度＋3市町村 

中長期：30市町村 

 

【実施方法】 

① 会議等による歯科健康診査実施のお願い 

② 市町村の歯科健康診査担当部署への歯科健康診査実施のお願い 

 

【対象者】 

市町村歯科健康診査担当 
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⑦ 糖尿病性腎症重症化予防パンフレット送付事業 

 

【目的】 

腎不全の治療に要する医療費が高く、被保険者にとっても保険者にとっても負担が

大きい。 

その腎不全に最も移行しやすいのが糖尿病性腎症であることから、糖尿病性腎症の

重症化を予防することにより、腎不全の発症を減少させる。 

 

【目標（アウトカム）】 

 患者千人当たり人工透析患者数の減少 

現状値：7.022 

短 期：前年度－0.3 

中長期：6.0 

 

【実施方法】 

    ― 

 

【対象者】 

― 
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⑧ 低栄養者訪問相談事業 

 

【目的】 

加齢とともに心身の脆弱性が出現した「フレイル」の状態においては、栄養状態の低

下による原因が強いとされているため、低栄養状態にある高齢者の食生活に対する相

談・指導を行うことにより、低栄養状態の改善および心身機能の低下を防止する。 

 

【目標（アウトカム）】 

栄養失調・欠乏症患者数の減少 

現状値： 

短 期：― 

中長期：― 

 

【実施方法】 

     

 

【対象者】 

― 
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⑨ 長寿・健康増進事業 

 

【目的】 

後期高齢者に対する保健事業の推進においては、市町村にも積極的に介入してもら

うことが必要不可欠であるため、補助金の交付により市町村の後期高齢者に対する保

健事業の実施を推進する。 

 

【目標（アウトカム）】 

市町村の後期高齢者に対する保健事業実施数の増加 

現状値：― 

短 期：― 

中長期：― 

 

【実施方法】 

 

 

【対象者】 

市町村 
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⑩ 重複・頻回受診者訪問相談事業 

 

【目的】 

医療機関への過度な受診は、医療費高額化の要因となり、必要な医療の提供の妨

げになる恐れがあるため、被保険者に対して適正な受診を促す。 

 

【目標（アウトカム）】 

重複受診者数（12 ヵ月間の実人数）の減少 

現状値：7,420人 

短 期：前年度－100人 

中長期：7,000人 

 

    頻回受診者数（12 ヶ月間の実人数）の減少 

現状値：11,007人 

短 期：前年度－100人 

中長期：10,600人 

 

【実施方法】 

① 重複・頻回受診に該当する被保険者を抽出する。 

② 抽出した対象者に訪問相談の案内を送付する。 

③ 対象者宅を相談員が訪問し、相談・指導を行う。 

 

【対象者】 

― 
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⑪ ジェネリック医薬品差額通知送付事業 

 

【目的】 

先発医薬品に比べて安価な後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用を促進すること

により、被保険者の薬剤に対する費用負担の減少を図るとともに、高騰する医療費の抑

制を行う。 

 

【目標（アウトカム）】 

ジェネリック医薬品普及率（数量ベース）の増加 

現状値：65.2％ 

短 期：前年度＋5％ 

中長期：80％ 

 

【実施方法】 

ジェネリック医薬品差額通知書を作成し、被保険者へ送付する。 

 

【対象者】 

被保険者 
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⑫ ジェネリック医薬品希望シール配布事業 

 

【目的】 

ジェネリック医薬品を希望する被保険者が医療機関及び調剤薬局に対し容易に意思

表示できるような環境づくりを行うことにより、ジェネリック医薬品の利用を促進する。 

 

【目標（アウトカム）】 

ジェネリック医薬品差額通知送付事業と同じ 

 

【実施方法】 

① ジェネリック医薬品希望カードの利用実態を調査する。 

② 他県を含めた他保険者での希望カード、希望シールの利用状況を調査する。 

③ 希望カードと希望シールのどちらが有用か判断する。 

④ 希望シールが有用となった場合、希望シールを作成・配布する。 

 

【対象者】 

被保険者 
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⑬ 重複投薬者訪問相談事業 

 

【目的】 

複数の医療機関及び調剤薬局から同じ効果を持つ薬剤を処方された場合、服用し

た高齢者の体に悪影響を及ぼす恐れがある。 

その重複投薬が強く疑われる被保険者に対し訪問相談を行うことにより、薬剤による

健康被害を防止する。 

 

【目標（アウトカム）】 

重複投薬者数の減少 

現状値：― 

短 期：― 

中長期：― 

 

【実施方法】 

① 重複投薬の傾向が強い被保険者を抽出する。 

② 抽出した被保険者に対し訪問相談の案内を送付する。 

③ 申込のあった被保険者宅を相談員が訪問し、相談・指導を行う。 

 

【対象者】 

― 
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⑭ 薬剤併用禁忌防止事業 

 

【目的】 

薬剤の相互作用は、ときに患者に重大な影響を与える可能性があります。 

レセプト分析の結果、併用を禁止されている薬剤が処方されている可能性のある被

保険者が相当数いることが判明したことから、併用禁忌薬剤による被保険者の健康被

害を防止する。 

 

【目標（アウトカム）】 

併用禁忌薬剤使用者数の減少 

現状値：― 

短 期：― 

中長期：― 

 

【実施方法】 

 

 

【対象者】 

― 
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第５章 計画の評価・見直し等 

1. 計画の評価・見直し 

短期目標として評価指標を設定したものについては毎年度評価を行い、中長期目標に

ついては計画の最終年度、または個別に設定した時期に合わせて評価を行います。 

ただし、いずれも計画期間の中間地点にあたる平成 32 年度中に前年度までの評価を行

うこととし、その評価に応じて別途計画の見直しを行います。 

また、評価にあたっては国保連合会が実施する「国保・後期高齢者医療ヘルスサポート」

を活用するとともに、会議等を通じ外部有識者等からも意見聴取を行います。 

 

2. 計画の公表・周知 

本計画及び評価内容についてはホームページへ掲載し、冊子を県や市町村をはじめとし

た関係者へ配布するなどして広く被保険者が閲覧できるようにします。 

 

3. 個人情報の取扱い 

本計画の推進にあたり、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び新

潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19年条例第 9条）を遵守します。 

また、組織内の安全管理措置について定めた情報セキュリティポリシーを職員に周知徹

底することにより個人情報を保護します。 

 

4. 地域包括ケアに係る取り組み 

新潟県内で開催される介護関係者が参加する会議に積極的に参加し、地域包括ケアに

対する情報の共有及び知識の向上に努め、広域連合が取り組むべき事業について検討し

ます。 

また、KDB システムなどを活用して地域が抱える課題の抽出および関係者との共有に努

めるとともに、市町村の求めに応じて保有する医療や健康に関する情報等を提供できるよう

な体制を構築します。 
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【出典】 

＊1  総務省：住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） 

＊2  厚生労働省：後期高齢者医療制度被保険者実態調査 

＊3  平成 29年 1月 1日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） 

＊4  平成 28年度年齢構成別被保険者数（平成 29年 3月末時点：市町村別） 

新潟県後期高齢者医療広域連合：統計資料 

＊5  国保・後期高齢者医療 医療費速報年間分（国保中央会） 

＊6  平成 27年度医療施設(動態)調査・病院報告 

＊7  平成 26年医師・歯科医師・薬剤師調査の概要 

＊8  新潟県後期高齢者医療疾病分類統計表（平成 27年度） 

＊9  医療費の状況（平成 29年 3月末時点：市町村別）新潟県後期高齢者医療広域連合統計資料 

＊10 平成 25年度～平成 27年度介護保険事業状況報告 

＊11 平成 25年度国民生活基礎調査 

＊12 平成 29年我が国の人口動態（平成 27年までの動向） 

＊13 平成 29年度健康診査推進計画 新潟県後期高齢者医療広域連合 

＊14 厚生労働省保険局（後期高齢者の保健事業等について） 

＊15 平成 29年度歯科健康診査推進計画 新潟県後期高齢者医療広域連合 
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